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はじめに
　シリーズ 1 第４回となる本稿では、前回に引き続き東京都処務規程をはじめとした文書管

理関連規程を取り上げ、昭和 40 年代における東京都の文書管理制度を概観する。

　当該期においては、決定書方式の導入や東京都公文書館の設置など文書事務全体に関わる

重要な制度改革が行われている。本稿では、これら制度改革の進展を経て、昭和 47 年（1972）

に制定された東京都文書管理規程までを扱う。また、秘密文書処理基準や文書保存年限設定

基準など、東京都文書管理規程と密接な関わりを持つ規程類もあわせて確認する。

１　東京都処務規程における文書管理関連規定
　はじめに、シリーズ第３回で取り上げた東京都処務規程に関する基礎事項のうち、本稿

で扱う内容を理解するにあたり必要となる点について整理する。

（1）東京都処務規程の概要
　東京都処務規程は、昭和 27 年（1952）から同 47 年まで用いられた文書管理に関する

規程であり、27 年 11 月１日に制定された。従来の文書取扱規程に加え、事案の専決や

行政考査、服務心得などを扱う複数の規程を統合したものであり、全８章でまとめられ

た 98 条の条文及び附則並びに別表で構成されている。各章は統合された旧規程の内容

と対応しており、文書管理に関しては、第５章「文書の管理」に配された第 20 条から

第 60 条で扱われている 2。

　加えて、昭和 38 年（1963）12 月 28 日には、東京都処務規程の特例として「文書の

管理の特例に関する規程」が制定された 3。本規程ではファイリングシステム及び文書

管理カードの運用について定めており、指定する部局においてこれらの制度が新たに導

入された。

　昭和 40 年代はじめにおける東京都の文書管理制度は、以上の２規程に基づき運用さ

れていた。なお、上記の規程は知事部局を対象としたものであり、行政委員会や公営企

業局などでも文書管理に関してそれぞれ同種の内容を備えた規程を設けている 4。

（2）昭和 40 年代における東京都処務規程の主な改正
　昭和 38 年の特例規程制定以降、東京都処務規程は合計 26 回改正されている 5。それ

らの大半は、都の組織改編に応じ条文を変更したもので占められている。

【シリーズ・東京都の文書管理規程】

　④昭和 40 年代の文書管理規程
　　東京都公文書館の設置と東京都文書管理規程の制定

東京都公文書館　史料編さん担当
太田　亮吾
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　その一方、文書事務全般に関わる大幅な変更となった改正としては、（1）公文規程改

正に伴う昭和 42 年４月１日適用の改正、（2）決定方式を決定書方式に改めた同年 10 月

１日適用の改正、（3）東京都公文書館設置に伴う翌 43 年 10 月１日適用の改正が挙げら

れる。これらのうち、文書管理制度に直接影響した（2）と（3）について、次に概要を

取り上げる。

２　決定書方式の導入
　ここではまず、決定書方式の導入に関わる昭和 42 年 10 月１日適用の東京都処務規程改

正について、その概要を整理する。

（1）第一次臨時行政調査会による改革意見
　本改正は、臨時行政調査会が昭和 39 年９月に提出した「事務運営の改革に関する意見」

を契機としている 6。

　臨時行政調査会（第一次臨調）は、行政の実態に全般的な検討を加え、行政制度及び

行政運営の改善に関する基本的事項を調査審議するため、36 年 11 月に設置された総理

府の付属機関である 7。その成果としてまとめられた改革意見は総論と 16 項目の各論で

構成されており 8、「事務運営の改革に関する意見」はこの各論のひとつにあたる。ここ

で扱われている改革意見の中に「りん議制の改善について」が含まれている。

　意思決定の方式として広く用いられているりん議は、担当者が文書により作成した原

案を関係者に回付し承認を得た後に最高管理者の決裁を受けることで意思決定が行われ

るが、回付する範囲が広がりやすく非効率であり責任の所在もあいまいになりがちだと

されている。そのため、改革意見では、りん議を決定事務処理の機能に純化する方向で

改善する必要があるとし、明確化された決定責任者の責任において決定が行われること

を形式的に明示した「決定書」を従来のりん議書の様式に代わり用いるよう勧告してい

る。そのうえで、決定書の様式及びこれを用いた具体的な方法を示し、決定案の回付を

通じた関係者との連絡や報告、コミュニケーションなど、りん議の機能に含まれている

これらの側面は別種の事務として処理すべきだとしている 9。

（2）東京都処務規程改正要綱の庁議決定
　この改革意見をうけ、東京都でも回議様式による既存の「りん議書方式」を改め、上

記勧告で示されている決定書を用いた「決定書方式」を新たに導入することとした。そ

のための規程改正は、昭和 42 年９月 19 日に実施した首脳部会議の審議を経て、同月

19 日開催の庁議で決定した「東京都処務規程一部改正要綱」に基づき行われた 10。

　この要綱では、「決定すべき事案とその事案を決定する者（決定権者）との関係（い

わゆる決裁区分）を合理的に編成しなおし、あわせて事案を決定する事務手続きを整備

し、もって都行政の能率的近代的運営を図るため」、（1）従来の決裁区分を全面的に改め、

都行政の基本的な方針及び計画に関する事案は知事及び副知事が決定するものとしたう

えで、それらに基づく個々の具体的事案の決定は局長以下に任せること、（2）副知事決

裁区分を廃止し、知事とともに最高管理者と位置付けること、（3）事案決定権の個別的

委譲や事案決定の臨時代行、例外措置の規定など、決定権を弾力的に運用するための制

度を整備すること、（4）事案の決定方式及び決定過程に関わる手続き面の合理化を進め

ることが示されている 11。
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（3）規程改正の概要
　東京都処務規程の改正は、以上の諸点をふまえ行われた。これにより、事案決定に関

わる規定が配されていた第３章及び第４章が全面的に改められ、新たな第３章「事案の

決定」にまとめられた。

　また、従来の規程では明確に示されていなかった事案の決定方式を整備し、第４章「事

案の決定方式」が新たに設けられた。これにより、事案の決定は、決定権を有する者自

らもしくは下位の職位のうちから指定した作成責任者によって作成した決定案に、決定

権を有する者が署名または押印することにより行われると定められた。

　あわせて、決定権者以外の者を決定に関与させる場合の方式も規定され、文書回付方

式と、決定関与者を招集する会議方式が設けられた。このうち後者の方式が導入された

ことで、第５章にあった合議に関する規定が削除された。

（4）起案用紙様式の刷新
　以上の決定方式が定められたことに伴い、あわせて起案用紙の様式も全面的に改めら

れた。それまで起案用紙は、昭和 24 年 12 月 27 日付の訓令「東京都回議様式」12 に基

づいていたが、これを廃止し、新たに東京都処務規程の様式として定めることとした。

また、同規程の条文で使われている用語についても、従来「回議文書」「回議用紙」と

していたものを、「起案文書」「起案用紙」に変更している。

　このとき新たに定められた起案用紙の様式には、決定権者が署名又は押印する欄が設

定されている。紙幅の関係でその様式を本稿の資料編では取り上げていないが、基本的

な枠組みは【資料 2】で収録した昭和 47 年制定の東京都文書管理規程で定める起案用

紙の様式にそのまま引き継がれた。

３　東京都公文書館の設置
　　続いて、東京都公文書館設置に伴う規程改正の内容を確認する。

（1）公文書館設置に至る経緯
　東京都公文書館は、史料編さん事業及び東京府・東京市文書等の保存及び公開を担っ

ていた都政史料館と、総務局総務部文書課の永久保存文書引継機能を統合するかたちで、

昭和 43 年 10 月１日に設置された 13。

　文書課が 41 年２月の段階で作成した説明資料 14 によると、公文書館の設置に至る経

緯は東京都処務規程の制定までさかのぼる。同規程により東京都の永久保存文書は各局

における分散管理から文書課で集中管理する方式に変更されたのだが、そのための保存

書庫が確保できないでいた。また、33 年からは永久保存文書をマイクロフィルム化し

て保存する制度が始まるが、マイクロフィルムの法的認証性に問題があったため撮影済

文書の廃棄が進まないうえ、撮影作業自体も捗らず処理すべき永久保存文書が各局で滞

留する事態に陥り、新たな保存施設の必要性が検討されることとなった。

　こうしたなか、34 年 11 月に日本学術会議が「公文書の散逸防止について」の勧告を

行い、政府に対し国立公文書館設置を要望するともに、地方公共団体も必要な措置を考

慮すべきとの要請がなされた。

　以上を経て、系統的な文書等の収集とあわせて効率的な利用、公開の便宜提供をめざ

し、総合的、統一的な公文書の管理を行うため、公文書館の設置が決められた。
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（2）公文書館設置に関わる規程改正
　昭和 43 年 10 月１日、公文書館設置根拠となる東京都組織規程の改正が行われ 15、あ

わせて公文書館の掌理事項や組織、職員の職責、公文書館長の決定対象事案等を定める

東京都公文書館処務規程（【資料１】）が新たに制定された。これと対応するかたちで、

東京都処務規程も改正されている。その主な内容は、(1) 永久保存文書の管理を文書課

から公文書館へ変更したことに伴う文書の引継ぎに関わる規定の改正、(2) 引継文書の

調査及び保存方法に関する各規定の削除、(3) 公文書館に引き継がれた文書の借覧及び

閲覧に関わる規定の新設である 16。

　このうち、(2) の削除事項については東京都公文書館処務規程であらためて定めるこ

ととし、同規程第 10 条では引継文書の保存年限に関する適否の調査及び、永久保存文

書を主務課で保管する際の承認、同第 11 条では引継文書の整理及びマイクロフィルム

化に関する事項が、それぞれ定められている。

（3）永久保存文書の廃棄に関する構想
　また、上記第 11 条の第４項では、永久保存文書の廃棄に関する規定を設けている。

ここでは、マイクロフィルム撮影後の文書及び「保存の必要がないと認めるに至つた文

書」について、公文書館長は文書課長と協議のうえ廃棄するとしている。

　この点について、東京都公文書館処務規程制定の決定文書に添付されている規程の整

備についてまとめた説明資料から、永久保存文書の廃棄に関して当初はさらに踏み込ん

だ内容が構想されていたことが確認できる 17。それによると、「保存の必要がない」文

書は、完結から11年以上経過しているものを対象にその選別を行うとされている。また、

永久保存文書を撮影したマイクロフィルムも、原本の廃棄手続きに準じて廃棄を行うと

記されている。加えて、廃棄の選別については、学識経験者等も交えた「公文書保存審

議会のごときもの」を設けることも検討するとある。この添付資料において以上の記述

は抹消されており実施には至らなかったものの、大幅な永久保存文書の削減が構想段階

で考えられていたことがうかがえる。

　その一方、この添付資料では、有期保存文書について、現状は各局で分散管理してい

るが、「将来は、これも保存期間経過後、公文書館に引継ぎ、公文書館において学術的、

史料的に価値のあるものを選別して保存し、他は廃棄することとする」と記されている。

同様の趣旨は、前述の昭和 41 年２月に文書課が作成した説明資料でも公文書館の機能

として言及されており、歴史的資料として必要なものを選別収集するという中間保管庫

機能をあわせもつ構想 18 だったことがわかる。

（4）公文書館設置時の組織
　公文書館の設置に伴い「東京都公文書館事務分科」が定められ、庶務係・整理閲覧係・

マイクロフィルム係の各係と、修史事業を担う主任調査員が置かれた 19。このうち庶務

係と主任調査員は都政史料館からの移行、残る２係は新設である。

　事務分科で定める整理閲覧係の分掌事務は、（1）公文書類の引継及び資史料の収集、�

（2）公文書類及び資史料の選別、整理、保存及び廃棄、（3）公文書類及び資史料の目録

作成、（4）製本、（5）館利用者の受付、相談、（6）公文書類及び資史料の閲覧、利用及

び展示とされている 20。文書課から移された文書の引継機能と、それらの保存及び閲覧

利用に関わる機能を、同係が担う体制となっている。
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　一方、マイクロフィルム係に関して、前出の東京都公文書館処務規程制定の決定文書

では、技術的専門的であることや、他の業務と執務場所が異なること、事務量が多いこ

となどを理由に、マイクロフィルム化に関する業務を扱う係を設置するとある 21。永久

保存文書の撮影だけでなく、東京都の文書全体をマイクロフィルム化する構想について

も言及されており、文書保存にとどまらないマイクロフィルムの活用が考えられていた

ことが確認できる。

４　東京都文書管理規程の制定
　ここでは、東京都処務規程に代わり昭和 47 年に制定された東京都文書管理規程につい

て取り上げる。

（1）東京都処務規程の廃止
　既述のとおりファイリングシステムの導入に伴い、昭和 39 年 12 月に「文書の管理の

特例に関する規程」を制定して以降、文書管理に関する規程は東京都処務規程と上記特

例規程の２本建てで運用されていた。特例規程を適用するファイリングシステム実施課

の数は段階的に増え、同 46 年度末の時点で全体の 80 パーセントに達する。特に本庁で

は全局で導入が完了したため、規程を一本化しファイリングシステムを原則とした文書

管理制度を確立することとなった 22。

　また、元来、東京都処務規程は複数の規程を統合して制定したものであり、執務上必

要となる事柄が網羅されているという利点はあるものの、その枠内で複雑化する実務の

実態に即した内容へ整備し続けることが次第に困難となっていった。そのため、東京都

処務規程の各章をそれぞれ独立した規程に改めることとし、文書管理に関しては同規程

第５章と特例規程を統合して新たに「東京都文書管理規程」を設けた（【資料２】）。
　本規程は昭和 47 年３月 15 日に制定され、同年４月１日から施行された。また、施行

と同時に、規程制定の趣旨や運用上の留意事項等をまとめた副知事依命通達が出されて

いる（【資料３】）23。なお、東京都処務規程は、事案の決定及び決定方法を定める第３

章及び第４章に代わり制定された東京都事案決定規程の施行によって廃止された 24。

（2）新規程の概要
　東京都文書管理規程は、全 66 条の条文と附則からなる。章構成は、東京都処務規程

第５章の各節とおおむね対応しており、第１章「総則」、第２章「文書の収受及び配布」、

第３章「文書の処理」、第４章「文書の浄書及び発送」、第５章「文書の整理及び保存」、

第６章「補則」の順で配列されている。規程制定の決定文書でまとめられている改正の

要点は、以下のとおりである 25。

　まず、第１章の総則に関する事項として、前述のとおり文書管理はファイリングシス

テムが原則となった。加えて、特例規程で定めていた各種文書管理カードについては、

文書授受カードと文書収発カードの２種類のみの運用に整理されている。

　また、文書主任及び文書取扱主任の命免手続きが簡略化され、例えば各局長が文書主

任を任命する際に要した総務局長との協議は廃止された。

　このほか、文書記号及び文書番号の規定が改められ、文書番号では枝番号の使用が正

規に認められるようになった。さらに大きな変更として、文書年度の周期が暦年から会

計年度に切り替えられている。



東京都公文書館調査研究年報（２０２３年　第９号）

16

　次に、第２章の文書の収受及び配布に関する事項では、従来文書管理カードに全ての

文書を登録していたが、軽易な文書については省略できるようにした。

　続く、第３章の文書の処理、第４章の浄書及び発送に関する事項では、定例的な事案

に係る起案は起案用紙によらず帳票を用いてもよいとしたことや、供覧に関する規定が

新たに盛り込まれた。

（3）文書保存年限設定方法の変更
　第５章の文書の整理及び保存関連では、保存年限設定方法が全面的に改められている。

東京都処務規程では決定区分に応じ保存期限を決めるしくみとなっていたが、各主務課

で文書保存年限表をあらかじめ用意して、これに基づき文書の内容ごとに保存年限を設

定する方法へ変更された。加えて、保存年限の種別も、従来の「永久保存」「十五年保

存」「十年保存」「五年保存」「一年保存」に代わり、「長期保存」「十年保存」「五年保存」

「三年保存」「一年保存」の５種に再編された。有期の保存年限に関しては全体的に短縮

化されていることがわかる。

　文書課がまとめた説明によると 26、従来の保存年限設定方法は決定区分に応じて保存

期間を画一的に設定するため、本来短期間の保存でたりる文書であっても一律に必要以

上の保存期間となるなど不都合が生じていた。また、決定権者の職位の違いにより実際

に必要とされる保存期間の長短が定まるわけでもない。そのため、新規程では全般的に

保存年限を短縮し、かつ事案ごとに適切な保存年限を設定できるようにしたという。

　なお、以上の方法による保存年限の設定は、文書保存年限表の作成にあたり参考する

よう定められていた後述する基準の制定を経て昭和49年に運用が始まった27。その間は、

附則第５項にあるとおり東京都処務規程で定める従前の方法がとられていた。

（4）公文書館による保存文書の「精査」
　このほか、ファイリングシステムでは、年度末に当該年度の完結文書はキャビネット

内の所定の棚へ移換えをし、前年度の保管文書はキャビネットから保存箱へ置換えを行

うのだが、新規程ではその置換えの際に保存年限が長期保存とされた文書を公文書館へ

引き継ぐとしている。また、長期保存以外の文書のうち、公文書館長の求めがあるもの

は引き継がなければならないとされている。

　加えて、文書保存に関し特筆すべき点として、公文書館長は引き継いだ文書について、

それぞれ保存年限の起算日から 10 年経過ごとにあらためて保存の可否を決めると定め

られている。また、特別な理由により保存の必要がないとした文書は速やかに廃棄する

とある。文書課の監修により昭和 49 年に刊行した『東京都文書事務の手引』では、こ

の保存の可否を決定する作業のことを「保存文書の精査」と表記している 28。公文書館

設置にあたり検討されていた永久保存文書廃棄に関する構想を継承した内容の規定とみ

ることができる。

　新規程の制定にあわせて出された前述の依命通達では、保存の可否を決定する作業を

説明する中で、廃棄となる文書を「資史料的価値がない文書等特別な理由により保存の

必要がないと認めた文書」と表現している。また、上記『東京都文書事務の手引』では、

文書の保存年限を設定する際の留意点として、「行政上の証拠資料又は管理用具として

の保存の必要性を中心とし、史資料的な価値の面からの保存の必要性については、公文

書館等の史資料収集の専門機関の判断に任せるのが妥当である」と解説してもいる 29。
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保存の可否を判断する基準として「資史料的価値」を想定していることが、これらから

はうかがえる。

　東京都文書管理規程は昭和 60 年（1985）に全部改正され、作成から 30 年経過した文

書の評価選別に関する規定が新たに設けられる 30。ここでは、「その文書の歴史資料と

しての保存価値等を評価し直し、公文書館において引き続き保存する必要があるか」判

断し、保存する必要がない文書については廃棄するとしている。上記保存文書の「精査」

は、この評価選別制度に至る原初的な枠組みであると捉えることができる。

５　秘密文書処理基準の制定
　次に、東京都文書管理規程の内容を補う位置づけとなる「東京都秘密文書及び取扱注意

文書処理基準」について取り上げる。

（1）制定の経緯と目的
　本処理基準は、秘密の取扱いを要する文書の範囲とその指定者を明確化することによ

り「民主的で公正明朗な行政」を確保するため、昭和 47 年７月７日付で制定された 31。

　それまで秘密文書の指定は局ごとで個別に行われ、具体的にどのような文書を秘密文

書として扱うのか、統一的な基準は定められていなかった。こうしたなか、沖縄返還協

定に関わる外務省機密漏えい事件を契機として、知事の指示に基づき処理基準が作成さ

れることとなった 32。

（2）秘密文書の種類
　処理基準では、まず、秘密の扱いは住民の利益のためにするのであり、単に行政側の

便宜のためにするものであってはならないことが強調されている。

　そのうえで、秘密の取扱いを要する文書を「秘文書」「一時秘文書」「取扱注意文書」

の３種類に区分し、それぞれ該当する文書を例示している。また、例示の文書以外で秘

密の取扱いとすべきものについても、局ごとに実施細目を作成し明確にするよう定めて

おり、処理基準制定後、各局で実施細目が作成された。

　この基準において秘文書として具体的に想定されているのは、基本的人権に関わる文

書であり、個人のプライバシーを保護するため秘密の扱いを要するとされている 33。処

理基準作成にあわせて文書課が示した説明によると、「これらの秘密は、時間経過とと

もに秘密でなくなる性質のものではなく、また、だれがみてもそれを秘密にしておく必

要性が明らかなものであるから絶対的な秘密（絶対秘）、実質的な秘密（実質秘）である」

という 34。

　これに対し、一時秘文書は、記載内容の漏えいが法令に基づく行政上の諸制度を破壊

し住民全体の利益に重大な損害を与えるおそれがあるため時期を限って秘密の扱いとす

る文書とされており、処理基準では入札や試験問題に関する文書などが例示されている。

　以上はいずれも、秘密にする必要が明白な実質秘にあたり、その判断に法的な規定が

あるものが対象となる。一方、取扱注意文書は、その内容から秘密の扱いにすべきこと

が直ちに明白ではなく、指定によりはじめて秘密であることを認識しうるものであると

され、記載内容を秘密にしておくことで得られる住民全体の利益が情報を開示すること

による利益より大きいときに行政の公平や円滑な執行のため時期を限って秘密の扱いと

する文書とされている。
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（3）秘密文書の指定者
　秘文書及び一時秘文書の指定は、起案文書の場合は事案の決定権者、起案文書以外は

その事案を主管する部長もしくは所長が行うとされている。取扱注意文書については、

主務課長が指定者とされている。

　また、処理基準では、一時秘文書及び取扱注意文書のうち、秘密とする必要がなくなっ

たものに関しては、指定の解除をしなければならないとしており、これらがあくまで時

限的な秘密文書であることを明確にしている。

６　文書保存年限設定基準の制定
　続いて、東京都文書管理規程において文書保存年限表の作成で参照するよう定められて

いる「東京都文書保存年限設定基準」について、その概要を確認する。

（1）基準制定に至る経緯
　先述のとおり、東京都処務規程における文書保存制度では、個々の文書の保存期間が

長期化する傾向にあった。このことは、保管する文書の総量増加につながり、廃棄を阻

害していると捉えていた文書課では、長らく文書保存年限の設定方法を抜本的に見直す

作業が積み重ねられていた 35。

　まず模索されたのは、帳票類も含むあらゆる文書名を列挙した文書保存年限表をあら

かじめ設けることで文書ごとに適切な保存年限を設定する方法であった。しかし、全体

を網羅した表を作成することができず、昭和 40 年までに試案をまとめたものの成案を

得るには至らなかった 36。

　次いで、昭和 42 年３月に方針を改め、各文書の保存期間は１年を原則とし、２年以

上の保存が必要となる文書に対象を絞り文書保存年限表を作成することとした。だが、

それでももれなく列挙することは困難を極め、作業は中断した。

　以上の曲折を経て設けられたのが、東京都文書管理規程第 50 条の規定である。本規

定では、網羅的な文書保存年限表を用意するのではなく、その前提となる基準を設け、

それを参考に実際の文書保存年限表は各課で個別に作成することとされている。基準は

総務局長が別に定めるとしており、昭和 48 年４月に制定された 37。

（2）設定基準の原則
　この設定基準で対象となる文書は、一般文書及び帳票とされている。このうち、一般

文書は起案文書と供覧文書をさしている。

　また、一般文書の保存年限設定に関しては、事務事業を「計画」「実施」「統制」に区

分したうえで、原則として、計画機能に係る文書は長期保存、実施機能に係る文書は

10 年保存以下、統制機能に係る文書は１年以下にするとしており、事案ごとに文書の

利用度や重要度を考慮して保存年限を設定するよう定めている。その際、保存年限は必

要最小限度にとどめなければならないとしている。

（3）原本保存主義
　以上の設定基準は、総務局長名により各局宛に通知された。その際、あわせて本基準

に関わる留意事項が示されている 38。例えば、各課で作成した文書保存年限表は文書課

長及び公文書館長に送付すべきことや、複数の課で同種の文書を扱う場合の文書保存年

限表の作成方法といった主務課長に対する具体的な指示のほか、文書の保存及び利用の
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段階でその文書のマイクロフィルム化を考慮すべきことなどが示されている。

　また、以上に加え注目すべきこととして、「原本保存主義」に言及している点が挙げ

られる。これは、一般文書であれば、主管課において起案文書を保存することで、その

事案に関する情報は確保されるため、通達や通知などその起案文書を基に発せられた文

書を収受した他の課においては、その収受文書について上記の起案文書よりも短期間の

保存年限を設定するというものである。このことには、同じ内容の文書が組織内で重複

して保存されることを避けるねらいがある 39。

７　公文書館の現存資料からみる文書保存の実態
　以上をふまえ、東京都公文書館で現在所蔵している文書を用いて、ここまでに確認した

文書管理規程の運用実態を探る。とりわけ、当該期に導入されたファイリングシステムに

焦点を絞り、同制度による保存文書がどのようなかたちとなっているか、確認をする。

（1）ファイリングシステム導入以前における文書の保存形態
　そもそも、ファイリングシステムが導入されるまで、完結文書は一定の規則に基づき

簿冊の形態で保存をしていた。例えば、東京都処務規程による文書管理が行われていた

時期であれば、同規程により完結文書は事項別もしくは保存年限別に編集及び製本しな

ければならないとされていた。また、その具体的な手順についても取扱要領が別途定め

られており、統一的な方法により処理するしくみとなっていた 40。

　画像１は、上記の規程及び取扱要領に従って製本された東京都公文書館所蔵の簿冊で

ある 41。規程では文書を暦年単位で整理するよう定めており、この簿冊では昭和 30 年

の完結文書が綴られている。また、簿冊の表紙には、「東京都公文」と表示したうえで、

編綴されている文書の事項名や主管局部課名を記すこととなっており、取扱要領ではそ

の基準が図示されていた（画像２）。この事例からは、簿冊の編集及び製本は取扱要領

に従い処理されていたことがわかる。

（2）ファイリングシステムにおける長期文書の保存形態
　文書の管理の特例に関する規程が施行された昭和 39 年以降、ファイリングシステム

実施課では、東京都処務規程で定める文書の編集及び製本は行わないとされた。このこ

とはファイリングシステムを原則とする東京都文書管理規程でも踏襲され、あわせて上

記取扱要領が廃止されている 42。

画像２　取扱要領による製本方法の例示画像１　簿冊形態による文書保存の事例
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　画像３は、東京都公文書館が所蔵する昭和 40 年代の文書のうち、この時点でファイ

リングシステムを導入していた実施課のものである 43。紐で綴じられているのは一件の

文書のみとなっている。同課からあわせて引き継がれた文書は、基本的にこの事例と同

様、一件ごとにそれぞれ紐やステープラによってまとめられた状態で保存されている。

東京都のファイリングシステムでは、完結文書を一件ずつ所定のフォルダにはさみ、専

用のキャビネットで保管した後、保存対象となる文書のみ公文書館へ引き継ぐしくみと

なっていた。この事例からは、ファイリングシステム運用下の文書は、編集及び製本さ

れることなく、キャビネットで保管していた段階における状態のまま引き継がれたこと

がわかる。

　しかし、公文書館が所蔵するこの時期の保存文書には上記の原則にあてはまらないも

のも多い。画像４は、衛生局総務部庶務課による昭和 51 年の起案文書がまとめられた

簿冊であり、同局所管の条例制定に関する文書が綴じられている 44。ここからは、表紙

の記載事項が一部簡略化されているものの、ファイリングシステム導入以前と同様の仕

方で文書が編集されていることが確認できる。表紙を開くと綴られている文書の一覧を

示した目次が備え付けられているが（画像５）、これも簿冊形態による文書保存が行わ

れていたときに必須とされていた処置である。画像６は、以上の簿冊と同じ主務課によ

る同種の事項名が記された簿冊を抽出し、その一部を並べたものとなる。この事例では、

例外はあるものの類似した保存形態の文書が昭和 50 年代末まで続いている。

画像４　簿冊による「例外」の保存文書画像３　ファイリングシステム運用下の保存文書

画像6　衛生局庶務課条例関係綴 ( 一部抜粋 )画像 5　簿冊に備え付けられた目次
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　東京都文書管理規程第 53 条では、必要があると認められる文書について編集及び製

本することができると定められており、その対象について、同規程制定時の依命通達で

は「キヤビネツトに収納することが不適当な文書、利用度の高い文書等」としている。

公文書館に現存する簿冊形態の文書は、この規定に基づき製本されたものとみられる。

　やや後年のこととなるが、昭和 56 年４月から公文書館整理閲覧係で文書の引継ぎ整

理を実際に担当していた職員の証言によると 45、編綴されていない状態、すなわちファ

イリングシステムの方式で引き継がれてくる文書はあまりなく、大部分は板紙等を用い

簡易に綴じられた簿冊の形態で引き継がれてきたという。また、公文書館に多くの文書

を引き継いでいた局においては、ほとんどが従来の簿冊形態であったとされている。先

ほど挙げた簿冊も、この証言内容に対応する事例のひとつであるといえるだろう。

　このように公文書館の保存文書からは、ファイリングシステムによる文書管理が貫徹

しているとはいいがたく、すべてを同方式によって処理できたわけではなかったことが

みえてくる。少なくとも文書保存の段階においては、従前の方法を併用せざるをえない

状況であったことがうかがえる。本稿で確認した具体例は少数に限られるため、これに

よりただちに結論を得ることはできないが、新たな文書管理方式と位置付けられたファ

イリングシステムの枠組みと、文書保存の実態との間にずれがある点は指摘できるもの

と思われる。

おわりに
　本稿では、昭和 47 年に制定された東京都文書管理規程の運用体制が整えられるまでの過

程をたどった。東京都の文書管理に関する規程は、昭和 30 年代から同 40 年代にかけ改善を

積み重ね、「文書管理」の名を冠した単独の規程が制定されるに至る。あわせて現在に続く

文書管理の基本的な要素や考え方のいくつかがこの間に生み出され、次第に制度的な枠組み

が形作られていったことがわかる。また、昭和 43 年には東京都公文書館が設置され、文書

保存の基盤が構築されたこともこの時期の特筆すべき制度改革であるといえる。

　以上を経て、東京都の文書管理制度は昭和 50 年代以降、さらなる改革が行われることと

なる。その概要に関しては、本シリーズの次回において取り上げる予定である。

1� 本シリーズ過去の論考は、以下のとおりである。

宮﨑翔一・佐藤佳子「【シリーズ・東京都の文書管理規程】①東京都制施行時の文書管理規程」『東京都公文書館調査

研究年報〈WEB 版〉』第６号（令和２年）

小野美里「【シリーズ・東京都の文書管理規程】②戦後東京都の文書管理規程―昭和 20 年代」『東京都公文書館調査

研究年報〈WEB 版〉』第７号（令和３年）

太田亮吾「【シリーズ・東京都の文書管理規程】③昭和30年代の文書管理規程―マイクロフィルムによる文書保存とファ

イリングシステムの導入」『東京都公文書館調査研究年報〈WEB 版〉』第８号（令和４年）

2� 本規程は、制定当時「東京都庁処務規程」という題名であったが、昭和 32 年３月 30 日の改正で「東京都処務規程」と

改められた。なお、制定当時の条文は本シリーズ第２回収録の資料３で示したほか、昭和 32 年の改正までを反映したも

のをシリーズ第３回の資料２で掲載している。このほかの時期の条文を確認する手段としては、同じくシリーズ第３回

で紹介した『東京都文書事務関係規程集』や『都政六法』の各版がある。

3� 制定当時の条文は、シリーズ第３回の資料６に掲載している。東京都処務規程同様、『東京都文書事務関係規程集』や『都

政六法』で各時期の条文を確認することができる。
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4� 東京都編『職員ハンドブック』1968 年版（帝国地方行政学会、昭和 43 年）、331 頁

5� 前掲「【シリーズ・東京都の文書管理規程】③昭和 30 年代の文書管理規程」掲載の表２（30 頁）を参照

6� 東京都総務局総務部文書課編『東京都文書事務の手引』令和３年版（東京都生活文化局広報広聴部都民の声課、令和３年）、

67 頁

7�『東京都行政資料集録』昭和 39 年度版（東京都、昭和 40 年）、12-16 頁

8� 行政管理庁史編集委員会編『行政管理庁史』（行政管理庁、昭和 59 年）、848-857 頁

9� 文書事務研究会編『東京都文書事務の手引』新訂版（ぎょうせい、昭和 56 年）、48-53 頁

10�東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都処務規程の一部改正について」（昭和 42 年９月 28 日起案、総総文発第 271 号）（請

求番号：ウ 110.10.3）

11�「東京都処務規程一部改正要綱」（前掲「東京都処務規程の一部改正について」）、東京都公文書館所蔵東京都文書「東京

都処務規程一部改正要綱について」（昭和 42 年９月 19 日、決定第 39 号）（請求番号：ツ 405.5.6）

12�「東京都回議様式改正」（東京都訓令甲第 197 号）『東京都公報』号外（昭和 24 年 12 月 27 日）登載。廃止時点における

様式の内容については、『東京都文書事務関係規程集　昭和四十二年四月一日現在』（東京都総務局総務部文書課、昭和

42 年）（請求番号：総務 B57）149-156 頁を参照

13�『東京都政五十年史』事業編Ⅲ（東京都、平成６年）、320 頁。『東京都公文書館年報』令和３年度版（東京都公文書館、

令和４年）、２頁

14�総務局総務部文書課作成「公文書館建設説明資料」（昭和 41 年２月４日）。記載内容に関しては、白石弘之「東京都公文

書館の歴史――文書疎開から 30 年公開まで」（『東京都公文書館調査研究年報〈WEB 版〉』第１号、平成 27 年）において

詳述されている。令和５年３月現在、本資料は当館所蔵の公開資料に含まれていないため、本稿では上記論文を参照した。

15�「東京都組織規程の一部を改正する規則」（東京都規則第 185 号）『東京都公報』号外 168（昭和 43 年 10 月 1 日）登載

16�東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都処務規程の一部改正について」（昭和 43 年９月 24 日起案、総総文発第 247 号）（請

求番号：ク 204.16.8）

17�「公文書館における公文書保存業務について」（東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都公文書館処務規程の制定について」

（昭和 43 年９月 24 日起案、総総庶発第 1701 号）（請求番号：N02.07.03））

18�前掲「東京都公文書館の歴史」、12 頁

19�東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都公文書館事務分科の制定等について」（昭和 43 年 10 月１日起案、総総庶発第

1709-2 号）（請求番号：N02.07.07）。さらに、昭和 43 年 12 月の事務分科改正により、『東京百年史』刊行の事務局を担

う東京百年史編集係が設置された（東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都公文書館事務分科の一部改正について」（昭

和 43 年 12 月 16 日起案、総総庶発第 2174-2 号）（請求番号：N02.07.07））。

20�前掲「東京都公文書館事務分科の制定等について」

21�「公文書館係設置理由書」（前掲「東京都公文書館処務規程の制定について」）

22�東京都処務規程改正の概要――新規程制定の経緯について」『文書だより』第５号（東京都総務局総務部文書課、昭和

47 年４月）（請求番号：総務 A274）。『文書だより』は、文書事務に携わる職員向けとして文書課が発行した庁内刊行物

である。各局の文書係に配られ、文書事務に関する指導記事が掲載されていた（水野保「アーキビストの足跡――専門

的職務と一般職のはざまで」『アーカイブズ学研究』第 33 号）。

23�東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都文書管理規程に制定に伴う依命通達について」（昭和 47 年３月 25 日起案、総総

文発第 61 号）（請求番号：ク 210.22.8）。なお、本通達の施行によって、昭和 29 年 12 月 28 日付の副知事依命通達「文

書の編集および保存について」（本シリーズ第３回において資料１として掲載）は廃止された。

24�「東京都事案決定規程」（東京都訓令甲 10 号）『東京都公報』増刊６（昭和 47 年３月 15 日）登載。本規定の施行は、東

京都文書管理規程と同じ昭和 47 年４月１日である。

25�東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都文書管理規程の制定について」（昭和 47 年３月３日起案、総総文発第 42 号）（請

求番号：ク 210.22.8）

26�「東京都文書保存年限設定基準の制定について」『文書だより』第９号（東京都総務局総務部文書課、昭和 48 年５月）（請

求番号：総務 A274）

27�前掲『東京都文書事務の手引』新訂版、181 頁

28�文書事務研究会編『東京都文書事務の手引』初版（帝国地方行政学会、昭和 49 年）、192 頁

29�同上、172 頁

30�「東京都文書管理規程の全部改正」（東京都訓令第５号）『東京都公報』増刊 28（昭和 60 年３月 25 日）登載。文書事務

研究会編『東京都文書事務の手引』全訂版（ぎょうせい、昭和 60 年）、120 頁参照
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31�東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都秘密文書及び取扱注意文書処理基準の制定について」（昭和 47 年６月 29 日起案、

総総文第 145 号）（請求番号：ク 210.22.1）。本文書からは、処理基準制定にあわせ昭和 47 年７月７日付で副知事依命

通達が出されていることも確認できる。

32�「東京都秘密文書及び取扱注意文書処理基準の考え方」『文書だより』第６号（東京都総務局総務部文書課、昭和 47 年 10 月）

（請求番号：総務 A274）、東京都情報公開制度研究会作成『情報公開に関する研究報告書』（東京都総務局情報公開準備室、

昭和 57 年４月）（請求番号：総務 C31）。上記『研究報告書』によると、本処理基準は「全国に先駆けて制定されたもので」、

「理念的にも先導的なものであった」（49 頁）。

33�「東京都秘密文書及び取扱注意文書処理基準」記載文書添付の「資料」（東京都公文書館所蔵東京都文書「【庁議】秘密文

書及び取扱注意文書処理基準について」（昭和 47 年７月７日）（請求番号：ツ 404.4.4））

34�前掲「東京都秘密文書及び取扱注意文書処理基準の考え方」

35�文書保存年限設定基準の制定に至る経緯は、「文書の新保存年限の制定について」（前掲『文書だより』第 6号）に詳しい。

36�現在当館では、昭和 39 年 10 月作成（請求番号：総務 C2）と同 40 年３月作成の試案（請求番号：総務 C3）を所蔵している。

37�東京都公文書館所蔵東京都文書「東京都文書保存年限設定基準の制定について」（昭和48年４月20日起案、総総文第33号）

（請求番号：ク 212.24.3）。この基準により実際に各課で文書保存年限表を作成し、保存年限の設定が行われるようになっ

たのは、昭和 49 年４月以降であった（注 27 の資料を参照）。

38�前掲「東京都文書保存年限設定基準の制定について」

39�前掲『東京都文書事務の手引』初版、176 頁

40�前掲「文書の編集および保存について」

41�東京都公文書館所蔵、請求番号が 501-09.B3-04.04、補助件名が「昭和 30 年　建築基準」の東京都文書

42�注 23 参照

43�東京都公文書館所蔵東京都文書「昭和 44 年度南多摩新都市開発本部組織改正案について（部課の設置等）」（昭和 44 年

1 月 30 日起案、多管庶収第 6号）（請求番号：C05.05.09）

44�東京都公文書館所蔵、請求番号がオ 306.16.05 の東京都文書

45�元東京都公文書館整理閲覧係職員・水口政次氏へのヒアリング（令和５年１月 23 日実施、インタビュアは佐藤佳子・東

京都公文書館史料編さん担当課長代理）。資料として、両氏の許諾のもと聞き取り記録の全文を以下に掲載する。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ファイリングシステム導入後の東京都公文書館引継ぎ文書について
（元公文書館職員ヒアリング記録　令和 5年 1月 23 日実施）

話者：水口政次（�昭和 56 年４月から平成 12 年３月、同 14 年４月から平成 19 年３月まで整理閲覧係で現代公文書の

引継ぎ整理を担当）

インタビュー・文責：佐藤佳子（平成２年４月から同 11 年３月、同 16 年４月から現在、史料編さん担当職員）

Ｑ　東京都公文書館に引き継がれてきた文書に、ファイリングシステムで整理された文書がそのままの形で引き継がれて

きた事例はあったか。その割合はどの程度か。

Ａ　割合は明確ではないが、ファイリングシステムでバラバラの文書が引き継がれてくることはあまりなかった。大部分は、

板紙等で簡易に綴じられた簿冊の形態で引き継がれたと思う。

　公文書館においては、ルーティン業務として、引き継がれた文書を一旦解体してマイクロフィルム撮影した後、元の

簿冊と同じ秩序で再製本を行っていた。一部の例外※はあるが、原則として「原秩序の保存」が公文書館の原則であり、

自分が記憶している限りでは当初の引継ぎ単位と異なる形で合冊製本することはなかった。

　ファイリングシステム管理のものは、特定の局で見られたが、総務局・財務局・建設局など公文書館に多くの文書を

引き継いでいた局においては、従来の簿冊形態がほとんどであった。

Ｑ　ファイリングシステムについての印象は？

Ａ　文書を保存年限別に管理するのは、業務を行う上で不便な方式であった。例えばある一つの事業を行うとき、それを

行うための決定原議（根拠原議）が長期保存文書だったとすると、事業実施原議やそれに伴う経費の支出原議等はたい

てい有期保存文書となる。そのため、そうした関連原議も次々と根拠原議の上に綴っていく従来のやり方の方が、当該

事業に関する全ての文書を網羅することができるため、合理的で便利だった。

※オリンピック関係文書を指す。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※本報告書の著作権は東京都にあります。「私的使用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、
　無断で複製・転用することはできません。
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資料編
資料の収録にあたって
・縦組みの資料は、横組みに変更しています。

・�誤字や内容に誤りがある箇所には、その上に（　）で小さく正しい

字もしくは（ママ）と記しました。

・正誤表がある資料は、その内容を反映しています。

・�編集による省略等、編者の注については、小さい文字で、○省略。の

ように記しました。

・様式等の収録には、縮尺の異なるものが含まれています。

・�紙幅の関係上、様式等については収録の順序を一部入れ替えてい

るところがあります。その該当箇所には、注を付しました。

【資料１】
⦿東京都訓令甲第百九十七号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総　　務　　局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財　　務　　局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　文　書　館

　東京都公文書館処務規程を次のように定める。

　　昭和四十三年十月一日

　　　　　　　　　　　　　　　東京都知事　美�濃�部　　亮　吉

　　　東京都公文書館処務規程

（掌理事項）

第一条　東京都公文書館（以下「館」という。）は、都の公文書類及び資

史料の保存及び利用並びに都政に関する修史事業を行なうため次の事

務をつかさどる。

　一�　公文書類及び資史料の収集、製本、保存、利用及び廃棄に関する

こと。

　二　公文書類及び資史料のマイクロフイルム化に関すること。

　三　都政史料の編さんに関すること。

　四　資史料の閲覧に関すること。

（係の設置）

第二条　総務局長は、知事の承認を得て、館に係を置くことができる。

（職　員）

第三条　館に次の職員を置く。

　館長

　主事

２　前項のほか、係長、主任調査員及び必要な職員を置くことができる。

（職員の資格及び任免）

第四条　館長は、事務吏員のうちから、知事が命ずる。

２　係長及び主任調査員は、吏員のうちから、総務局長が命ずる。

３　前二項以外の職員は、総務局所属の職員のうちから、総務局長が配

属する。

（職員の職責）

第五条　館長は、総務局総務部長の命を受け、館の事務をつかさどり、

所属職員を指揮監督する。

２　係長及び主任調査員は、館長の命を受け、係又は担任の事務を処理

する。

３　前二項以外の職員は、上史
（司）

の命を受け、事務に従事する。

（館長の決定対象事案）

第六条　館長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

　一�　職員の事務分掌、即日帰庁の出張、休暇（公民権の行使及び育児

時間の利用を含む。）、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の

振替えに関すること。

　二�　予定価格が五十万円未満の請負又は委託により行なう工事、修

繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

　三�　予定価格が三十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借

入れに関すること。

　四�　二十万円未満の補助金、分担金及び負担金（法令によりその交

付が義務づけられているものにあつては、二十万円以上のものを含

む。）の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

　五　軽易な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

　六　軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

　七　諸証明に関すること。

　八　文書の受理に関すること。

（決定事案の細目）

第七条　総務局長は、前条により館長の決定の対象とされた事案の実施

細目を定めなければならない。

（事業計画）

第八条　館長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、

総務局総務部長の承認を受けなければならない。

（事業報告等）

第九条　館長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について総務局総務

部長に報告しなければならない。

　一　前月分の職員の勤務状況

　二　前月分の事業の実績及び概要

２　前項の規定にかかわらず、館長は、重要又は異例に属する事項は、

そのつど総務局総務部長に報告しなければならない。

（永久保存文書の引継に伴う処理）

第十条　館長は、東京都処務規程（昭和二十七年東京都訓令甲第八十九

号）第五十五条第一項及び文書の管理の特例に関する規程（昭和

三十八年東京都訓令甲第九十二号）第二十条の二第一項の規定によ

り、永久保存文書の引継を受けたときは、保存年限の正否等を調査し

たうえ、引継結果を文書課長に通知しなければならない。

２　館長は、東京都処務規程第五十五条第二項及び文書の管理の特例に

関する規程第二十条の二第三項の規定による承認をしようとするとき

は、あらかじめ文書課長に協議しなければならない。

（永久保存文書の保存、廃棄方式等）

第十一条　館長は、引継を受けた永久保存文書を永久保存文書分類基準

の項目別に区分整理して保存しなければならない。

２　館長は、引継を受けた永久保存文書をマイクロフイルム化実施基準

の定めるところに従い、マイクロフイルムに撮影し、そのフイルムを保

存しなければならない。

３　永久保存文書分類基準及びマイクロフイルム化実施基準は、館長が

文書課長の承認を得て定める。

４　館長は、引継を受けた永久保存文書のうち、マイクロフイルムに撮影

した文書及びその他特別な理由により保存の必要がないと認めるに至

つた文書については、文書課長及び主務課長と協議のうえ、廃棄する

ものとする。

（保存文書の公開）

第十二条　館長は、引継を受けた永久保存文書を職員以外の者の閲覧に

供し又は謄写させるときは、保存公文書公開基準の定めるところに従

つて行なわなければならない。

２　保存公文書公開基準は、館長が総務部長の承認を得て定める。

（館の処務細則）

第十三条　館長は、あらかじめ総務部長の承認を得て、館の処務細則を

定めることができる。

（準　用）

第十四条　この規程に定めるものを除いては、東京都処務規程を準用す

る。

　　　附　則

　都政史料館処務規程（昭和三十二年訓令甲第二十号）は、廃止する。

（『東京都公報』号外168　昭和43年10月1日）
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【資料２】
⦿東京都訓令甲第十一号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁　中　一　般

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　　庁

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事　　業　　所

　東京都文書管理規程を次のように定める。

　　昭和四十七年三月十五日

　　　　　　　　　　　　　東京都知事　美�濃�部　　亮　　吉

　　　東京都文書管理規程

目次

　第一章　総則（第一条―第十条）

　第二章　文書の収受及び配布（第十一条―第二十条）

　第三章　文書の処理（第二十一条―第三十六条）

　第四章　文書の浄書及び発送（第三十七条―第四十条）

　第五章　文書の整理及び保存

　　第一節　通則（第四十一条―第四十四条）

　　第二節　文書の引継ぎ及び保管（第四十五条―第四十八条）

　　第三節　文書の保存（第四十九条―第五十五条）

　　第四節　文書の利用（第五十六条―第六十条）

　　第五節　文書の廃棄（第六十一条―第六十五条）

　第六章　補則（第六十六条）

　　　附　則

　　　第一章　総則

（目的）

第一条　この規程は、文書事務の管理について、基本的な事項を定める

ことにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もつて事務の能率

化及び合理化に資することを目的とする。

（用語の定義）

第二条　この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。

　一�　局　東京都組織規程（昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以

下「組織規程」という。）第八条第一項に規定する本庁の局及び室並

びに都民室、都立大学、競走事業廃止対策本部、養育院、南多摩新

都市開発本部、中央卸売市場、消費生活対策室及び都市防災本部を

いう。

　二�　所　組織規程別表一に掲げる本庁行政機関（前号に規定する局を

除く。）及び組織規程別表二に掲げる地方行政機関（係に相当する

地方行政機関を除く。）をいう。

　三　部　局の部及びこれに相当する室等をいう。

　四�　課　局及び所の課並びにこれに相当する室等並びにこれらに相当

する所（以下「課相当の所」という。）をいう。

　五�　庶務主管課　局（総務局を除く。）、部又は所の庶務をつかさどる

課をいう。

　六　庶務主管課長　前号に規定する庶務主管課の長をいう。

　七　完結文書　文書上の事務処理が完結した文書をいう。

　八　未完結文書　文書上の事務処理が完結していない文書をいう。

　九�　文書の保管　文書を当該文書に係る事案を担当する課（以下「主

務課」という。）の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

　十�　文書の保存　文書を書庫等事務室以外の場所に収納しておくこと

をいう。

　十�一　移換え　フアイリング・キヤビネツト（以下「キヤビネツト」�

という。）の上二段に収納している当該会計年度の文書をキヤビネツ

トの下二段又は事務室内の書類庫、書棚等に移すことをいう。

　十�二　置換え　キヤビネツトの下二段又は書類庫、書棚等に収納して

いる文書を保存箱に入れて書庫等事務室以外の場所に移すことをい

う。

　十�三　持出し　主務課の職員が、文書を借り出すことをいう。

　十四　貸出し　主務課の職員以外の者に文書を貸し出すことをいう。

（文書取扱いの基本）

第三条　文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正

に行なわれるように処理及び管理しなければならない。

（文書主任及び文書取扱主任の命免）

第四条　総務局総務部文書課（以下「文書課」という。）及び局の庶務主

管課に文書主任を、その他の課に文書取扱主任を置く。ただし、局の

長（以下「局長」という。）が文書取扱主任を置く必要がないと認める

課については、この限りでない。

２�　前項ただし書による場合は、局長（総務局長を除く。）は、あらかじ

め総務局長の承認を得なければならない。

３　文書主任及び文書取扱主任は、局長が命免する。

４�　局の庶務主管課長は、文書主任の命免があつたときは、すみやかに

総務局総務部文書課長（以下「文書課長」という。）に通知しなければ

ならない。

（文書主任及び文書取扱主任の職務）

第五条　文書主任及び文書取扱主任は、上司の命を受け、文書主任にあ

つてはその所属する局及び課、文書取扱主任にあつてはその所属する

課における次の事務に従事する。

　一　文書の収受、配布及び発送に関すること。

　二　文書の処理の促進に関すること。

　三　文書の審査に関すること。

　四　文書の整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

　五　資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。

　六　文書事務の進行管理に関すること。

　七　文書事務の指導及び改善に関すること。

　八　その他文書事務に関し必要なこと。

（フアイル責任者の設置）

第六条　課の長（以下「課長」という。）は、その課の文書事務に従事す

る職員（文書主任及び文書取扱主任を除く。）のうちから、フアイル責

任者一人を指名する。ただし、文書課長の承認を得て、フアイル責任

者を置かないことができる。

２　課長は、必要があると認めるときは、フアイル責任者の補助者を置く

ことができる。

（フアイル責任者の職務）

第�七条　フアイル責任者は、その所属する課の文書主任又は文書取扱主

任を補助し、次に掲げる事務に従事する。

　一　文書の収受、配布及び発送に関すること。

　二　未完結文書の追求に関すること。

　三　完結文書の持出し及び貸出しに関すること。

　四　完結文書の移換え、置換え、引継ぎ及び廃棄に関すること。

　五　文書授受カード及び文書収発カードの記載及び整理に関すること。

　六　前各号のほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。

（文書管理帳票）

第八条　文書の管理に要する簿冊は、次のとおりとする。

　一　文書課に備える簿冊

　　（一）文書授受簿� （第一号様式）

　　（二）親展（秘）文書送付簿� （第二号様式）

　　（三）文書使送簿� （第三号様式）

　　（四）金券送付簿� （第四号様式）

　　（五）条例原簿� （第五号様式）

　　（六）規則、訓令、告示原簿� （第六号様式）

　二　局及び所の庶務主管課並びに課相当の所に備える簿冊

　　（一）文書授受簿� （第一号様式）

　　（二）文書使送簿� （第三号様式）

　　（三）金券送付簿� （第四号様式）

　三　その他の課に備える簿冊
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　　（一）文書使送簿� （第三号様式）

第九条　前条に定めるもののほか、文書の管理に関し次の帳票を使用す

る。

　一　文書授受カード

　　（一）文書授受カード（甲）� （第七号様式）

　　（二）文書授受カード（乙）� （第八号様式）

　二　文書収発カード

　　（一）文書収発カード（甲）� （第九号様式）

　　（二）文書収発カード（乙）� （第十号様式）

２　相当件数の同種の文書を定例的に処理する場合は、主務課の長（以

下「主務課長」という。）は、文書課長の承認を得て、当該文書の管理

に関し、文書授受カード又は文書収発カードによらず別の帳票（以下

「特例帳票」という。）を使用することができる。

（文書の記号及び番号）

第十条　受発文書には、受発した当該会計年度の数字と主務の局・部・

課又は所・課を表わす四以内の文字とからなる記号を附し、番号を記

載しなければならない。ただし、文書収発カードに登録しない文書に

は、番号の記載は、必要としない。

２　前項に定める文書の記号は、課ごとに文書課長又は局の庶務主管課

長が定める。

３　前条第二項の規定により、特例帳票を使用する場合の文書の記号

は、主務課長が文書課長又は局の庶務主管課長の承認を得て、前項に

規定する記号に当該事案を表示する一字を加えたものをもつて定める

ものとする。

４　文書の番号は、毎年四月一日に第一号から一連番号によりつけ始め、

翌年三月三十一日に止める。

５　第一項及び前項の規定にかかわらず、受発文書の発信人、名あて人

等と関連文書の往復等を行なう必要があるときは、当該関連文書には

当初の受発文書の記号及びその番号の枝番号を附することができる。

　　　第二章　文書の収受及び配布

（本庁に到達した文書）

第十一条　本庁に到達した文書（局に直接到達した文書を除く。）は、文

書課長が受領するものとする。

２　文書課長は、知事、副知事又は都あての文書（親展（秘）文書を除

く。）を開封する。

３　文書課長は、受領した文書（知事又は副知事あて親展（秘）文書を除

く。）を局の庶務主管課長に配布しなければならない。ただし、内閣及

び各府省の通達等のうち重要又は異例の文書で緊急の処置を要すると

認めるものは、配布前に知事及び副知事の閲覧を受けなければならな

い。

４　文書課長は、次表の上欄に掲げる文書の種別に応じ、同表下欄に掲

げる収受及び配布の方法により、受領した文書を処理するものとする。

文書の種別 収受及び配布の方法

一�　知事又は副知事あ

ての親展（秘）文書

ア　�　封筒に第十一号様式による都収受印（以

下「都収受印」という。）を押し、親展

（秘）文書送付簿に所要事項を記載して、当

該文書を総務局知事室長に配布すること。

二�　書留扱い（現金書

留を含む。）、内容

証明扱い及び配達証

明扱いによる文書並

びに特別送達文書

イ　�（ア）文書の余白（開封しないものにあつ

ては封筒）に都収受印を押し、文書授受

簿に所要事項を記載して、当該文書を局

の庶務主管課長に配布すること。

　　�（イ）現金書留で開封したものは、金券

送付簿に所要事項を記載して、当該現

金を出納長に送付すること。この場合に

は、金券送付簿に出納長室の事務担当者

の受領印を徴すること。

三�　開封した文書のう

ち、収受の日時が権

利の得喪にかかわる

と認められるもの

ウ　�（ア）文書の余白に都収受印を押し、文

書授受簿に所要事項を記載して、当該文

書を局の庶務主管課長に配布すること。

　　�（イ）到達日時を文書の余白に明記し、

収受事務担当者が押印すること。

　　�（ウ）差押通知書、債権譲渡通知書等

は、出納長を経由して局の庶務主管課長

に配布すること。

四�　開封した文書のう

ち、金券が添附され

ているもの

エ　（ア）ウの（ア）に同じ。

　　�（イ）文書の余白に金券の種類及び員数

を記載し、かつ、「金券出納長室送付」

の印を押すこと。

　　�（ウ）金券送付簿に所要事項を記載し、金

券をイの（イ）に準じて処理すること。

五�　開封した文書のう

ち、重要と認められ

るもの

オ　ウの（ア）に同じ。

六�　開封した文書のう

ち、二の項から前項ま

でに該当しないもの

カ　�　文書の余白に都収受印を押し、当該文

書を局の庶務主管課長に配布すること。

七�　知事、副知事又は

都あての文書以外の

文書（二の項に該当

するものを除く。）

キ　�　そのまま局の庶務主管課長に配布する

こと。

５�　数局に関連する文書は、文書課長が正文を最も関係の多い局の庶務

主管課長に配布し、写しをその他の局の庶務主管課長に配布するとと

もに、その旨をそれぞれの文書の余白及び文書授受簿に記載しておか

なければならない。

６�　第三項（ただし書を除く。）から前項までの規定にかかわらず、総務

局に係る文書については、次条及び第十三条の規定を準用する。

　（局の庶務主管課における文書の収受及び配布）

第�十二条　局に直接到達した文書及び文書課長から配布された文書（第

十六条に定める部又は課に係る文書を除く。）は、局の庶務主管課長が

収受しなければならない。ただし、局に到達した知事又は副知事あて

親展（秘）文書は、そのまま文書課長に回付するものとする。

２�　局の庶務主管課長は、親展（秘）文書その他開封を不適当と認めるも

のを除き、すべての文書を開封する。

３�　局の庶務主管課長は、収受した文書を主務課長に配布しなければな

らない。

４�　局の庶務主管課長は、次表の上欄に掲げる文書の種別に応じ、同表

下欄に掲げる収受及び配布の方法により文書を処理するものとする。

文書の種別 収受及び配布の方法

一�　親展（秘）文書そ

の他開封を不適当と

認める文書

ア　�　封筒に第十二号様式による収受印（以下

「収受印」という。）を押し、文書授受カー

ドに所要事項を記載して、当該文書を文書

授受カード（乙）とともに主務課長又は名

あて人の属する課の長に配布すること。

二　起案を要する文書 イ　�（ア）文書の余白に収受印を押し、文書

収発カードに所要事項を記載して、当該

文書を文書収発カード（乙）とともに主

務課長に配布すること。

　　�（イ）局で開封した文書のうち収受の日

時が権利の得喪にかかわると認められ

るものは、到達日時を文書の余白に明記

し、収受事務担当者が押印すること。
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　　�（ウ）局で開封した文書のうち、金券が

添附されているものは、文書の余白に金

券の種類及び員数を記載し、金券送付

簿により当該金券を出納長に送付するこ

と。この場合には、金券送付簿に出納長

室の事務担当者の受領印を徴すること。

三�　起案を要しない文

書で、保存年限が一

年をこえるもの及び

保存年限が一年以下

の書留、内容証明等

の特殊扱いのもの

ウ　�（ア）文書の余白に収受印を押し、文書

授受カードに所要事項を記載して、当該

文書を文書授受カード（乙）とともに主

務課長に配布すること。

　　（イ）イの（イ）に同じ。

　　（ウ）イの（ウ）に同じ。

四�　起案を要しない文

書で、保存年限が一

年以下のもの（三の

項に掲げるものを除

く。）

エ　�（ア）文書の余白に収受印を押し、主務

課長に配布すること。

　　（イ）イの（イ）に同じ。

　　（ウ）イの（ウ）に同じ。

５�　前項の規定にかかわらず、第九条第二項に定める特例帳票に係る文

書については、局の庶務主管課長が収受印を押し、主務課長に配布す

るものとする。

６�　局内の数課に関連する文書は、局の庶務主管課長が正文を最も関係

の多い主務課長に配布し、写しをその他の主務課長に配布するととも

に、その旨をそれぞれの余白及び文書授受カード又は文書収発カード

に記載しておかなければならない。

第十三条　前条の規定にかかわらず、所又は所の長（以下「所長」とい

う。）あての文書については、局の庶務主管課長は、収受印を押し所の

庶務主管課長（課相当の所にあつては当該所の長）に配布するものと

する。ただし、権利の得喪にかかわると認められる文書等重要と認めら

れるものについては、文書授受簿に記載しなければならない。

（部相当の所に到達した文書の収受及び配布）

第十四条　部に相当する所（以下「部相当の所」という。）に到達した文

書は、当該所の庶務主管課長が収受しなければならない。

２　部相当の所の庶務主管課長は、親展（秘）文書その他開封を不適当

と認める文書を除き、すべての文書を開封する。

３　部相当の所の庶務主管課長は、収受した文書を主務課長に配布しな

ければならない。

４　前各項に定めるもののほか、部相当の所の庶務主管課長は、第十二

条
（ママ）

四項から第六項まで及び第十三条の規定に準じて文書を収受し、配

布するものとする。

（課相当の所に到達した文書の収受）

第十五条　課相当の所に到達した文書は、当該所の長が前条の規定に準

じて収受するものとする。

（文書の収受及び配布の特例）

第十六条　局又は所の庶務主管課長（総務局にあつては文書課長）は、

当該局の部若しくは課又は当該所の課が特殊の事情にあると認めると

きは、当該局の部の庶務主管課長若しくは当該局の課の長又は当該所

の課の長と協議し、文書課長の承認を得て、当該局の部若しくは課又

は当該所の課において第十二条及び第十三条の例により文書の収受及

び配布を行なわせることができる。この場合において、総務局にあつて

は、文書課長の承認は、必要としない。

（主務課における文書の取扱い）

第十七条　主務課長は、当該課に直接到達した文書を受領したときは、

文書課又は庶務主管課において収受手続をしなければならない。

２　主務課長は、文書課長又は庶務主管課長から配布された文書が、文

書授受カード若しくは文書収発カードに登録されていない場合におい

て、当該文書を文書授受カード若しくは文書収発カードに登録する必

要があると認めるとき、又は誤つて登録されている場合において、登

録を是正する必要があると認めるときは、文書課長又は庶務主管課長

に対し、当該文書の登録を行ない、又は是正するよう求めることができ

る。

（文書配布の方法）

第十八条　文書主任又は文書取扱主任は、定時に、文書課又は庶務主管

課において文書の配布を受けるものとする。

（勤務時間外の到達文書の収受）

第十九条　勤務時間外に到達した文書は、各庁舎における宿直員が収受

し、文書課長又は庶務主管課長に引き継がなければならない。

（親展文書）

第二十条　知事又は副知事あての親展文書が閲覧後交付されたときは、

総務局知事室長は、遅滞なく文書課長に当該文書を回付しなければな

らない。

２　文書課長は、前項の規定により文書の回付を受けたときは、第十一条

の例により処理するものとする。

　　　第三章　文書の処理

（処理方針）

第二十一条　文書は、すべて主務課長が中心となり課の事務担当者にお

いてすみやかに処理しなければならない。この場合において、主務課

長以外の者の決定を要する事案に係る文書の処理については、当該事

案の決定権者の指示を受けるものとする。

２　施行期日の予定されるものは、決定案を記載した文書（以下「起案文

書」という。）の回付等に必要な余裕をおいて起案し、必要な審議、審

査、協議その他の事案決定に対する関与が行なわれる機会を失わない

ように努めなければならない。

（事務担当者等への引渡し）

第二十二条　主務課において、収受し、又は配布を受けた文書は、文書

主任若しくは文書取扱主任又はフアイル責任者が主務課長の指示を受

け、次表の上欄に掲げる文書の種別に応じ、同表下欄に掲げる引渡し

方法により遅滞なく当該文書を引き渡さなければならない。

文書の種別 引渡し方法

一　親展（秘）文書 ア�　文書授受カード（乙）に所要事項を記載

し、受領印を徴して名あて人に引き渡すこ

と。

二�　文書授受カード

（乙）又は文書収発

カード（乙）ととも

に配布された文書

イ�　文書授受カード（乙）又は文書収発カー

ド（乙）に所要事項を記載し、受領印を徴

して事務担当者に引き渡すこと。

三�　特例帳票により処

理する文書

ウ�　特例帳票に所要事項を記載し、事務担当

者に引き渡すこと。

四�　前各号に定める文

書以外の文書

エ　そのまま事務担当者に引き渡すこと。

２�　主務課長は、主務課長以外の者の決定を要する事案に係る文書を収

受し、又は配布を受けた場合において、その処理が特に重要なものであ

るときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ当該文書を決定権

者の閲覧に供しなければならない。

３�　事務担当者は、文書の引渡しを受けたときは、当該文書の左上の余白

に第四十三条に定めるフアイル基準表による文書分類記号及び当該文

書の保存年限を記載しなければならない。

（起案）

第�二十三条　起案は、規則、訓令等に定めのある場合を除き、第十三号

様式による起案用紙（以下「起案用紙」という。）を用い、別に定める

東京都公文規程（昭和四十二年東京都訓令甲第十号）により平易明確

に行なわなければならない。

２�　軽易な事案に係る起案は、起案用紙を用いず符せんを用い、又は文
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書に余白がある場合は、その余白を利用して行なうことで
（ママ）

きる。

３　定例的に取り扱う事案に係る起案は、主務課長が文書課長の承認を

得て、起案用紙を用いず、一定の帳票を用いて行なうことで
（ママ）

きる。

４　起案文書には、決定区分、文書分類記号、保存年限、決定関与者職

名、起案年月日等の必要事項を、それぞれの欄に記載しなければなら

ない。

（資料の添附）

第二十四条　起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を

明らかにする資料を添えなければならない。

（特別取扱い方法）

第二十五条　起案文書には、事案の性質により、「至急」、「秘」、「公

報登載」、「官報登載」、「例規集収録」、「公印省略」、「略割印」

等の注意事項を回付上・施行上の注意欄に朱書することによつて表示

し、機密を要する起案文書は、封筒に入れてその旨を表示しておかな

ければならない。

（文書の発信者名）

第二十六条　庁外へ発送する文書は、知事名を用いる。ただし、文書の

性質又は内容により、特に必要がある場合は副知事名若しくは局長名

（都立大学事務局長名を含む。以下同じ。）又は都名を用いることがで

きる。

２　一般照復文書、対内文書等は、事案の軽重により局長名、部長（部

の長をいう。）名又は所長名を用いるものとする。ただし、特に軽易

な事案に係る一般照復文書、対内文書等は、課長名を用いることで
（ママ）

き

る。

３　前項の規定にかかわらず、法令等に定めのあるとき、又は特に必要の

あるときには、都名、局名、部名、課名又は所名を用いることで
（ママ）

きる。

４　対内文書には、職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

（事務担当者の表示）

第二十七条　発送する文書には、照会その他の便宜に資するため当該文

書の末尾に事務担当者の所属、職名、氏名及び電話番号を記載するも

のとする。

（起案文書の登録等）

第二十八条　収受文書によつて起案した場合には、フアイル責任者が文

書収発カード（乙）に所要事項を記載し、直ちに決定の手続をしなけれ

ばならない。

２　収受文書によらないで起案した場合には、事務担当者が文書課又は

局若しくは所の庶務主管課において文書収発カードに所要事項の登録

を受け、直ちに決定の手続をしなければならない。

３　前項の規定は、課相当の所及び第十六条に定める部又は課について

準用する。この場合において、前項中「文書課又は局若しくは所の庶務

主管課」とあるのは、「当該課」又は「当該部の庶務主管課」と読み替

えるものとする。

４　収受文書により起案する場合には当該収受文書の番号を、収受文書

によらないで起案する場合には発議する文書の番号をそれぞれ起案文

書の番号とする。

５　決定済みの条例、規則、訓令及び告示の番号は、文書課で条例原簿

又は規則、訓令、告示原簿に記載する。

（起案文書の回付）

第二十九条　事案決定のための起案文書の回付は、すべて流れ方式によ

るものとする。ただし、特に緊急又は機密を要する起案文書、その他重

要な起案文書は、内容を説明することができる職員が持回りすることが

できる。

（起案文書の回付に係る事案の検討）

第三十条　事案決定に対する関与を行なうための起案文書の回付を受け

たときは、決定関与者は、直ちに当該文書の回付に係る事案を検討し、

当該事案に係る決定案について異議があるときは、その旨をすみやか

に主務課長に連絡しなければならない。

２　前項の検討を終了したときは、決定関与者は、直ちに主務課長にそ

の旨連絡しなければならない。

（廃案の通知等）

第三十一条　事案に係る決定案を廃し、又は当該決定案の内容に重要な

変更（以下「内容変更」という。）を加えたときは、主務課長は、その旨を

すでに決定の関与を終了した決定関与者に通知しなければならない。

　　この場合において内容変更を加えたときは、再度文書を回付しなけ

ればならない。

（供覧）

第三十二条　起案を要しない文書で供覧を要するものは、起案用紙を用

いて供覧するものとする。ただし、軽易なものは、文書の余白に供覧の

表示をし、供覧押印欄を設けて文書を回付することで
（ママ）

きる。

２　第二十九条の規定は、前項の場合について準用する。

（機密又は緊急事案の処理）

第三十三条　機密又は緊急を要する起案文書は、上司の指揮を受けて通

常の手続によらず、便宜処理することができる。ただし、事後に所定の

手続をとらなければならない。

（未完結文書の追求）

第三十四条　文書主任又は文書取扱主任は、主務課長の指示を受け、文

書収発カード（乙）等によつて、未完結文書を追求し、その処理状況を

明らかにしておかなければならない。ただし、軽易で定例的なものは、

フアイル責任者が行なうことで
（ママ）

きる。

２　文書主任若しくは文書取扱主任又はフアイル責任者は、起案予定月

日、引継予定月日等が到来してもまだ処理が完結していない文書につ

いては、再度予定月日を定め、文書収発カード（乙）等に記載して、処

理の促進を図らなければならない。

（文書処理状況の調査等）

第三十五条　文書課長又は局若しくは所の庶務主管課長は、必要がある

と認めるときは、文書の処理状況を調査し、又は主務課長から報告を

受け、それに基づき主務課長に指示を与えることで
（ママ）

きる。

（既決箱等）

第三十六条　文書を処理するため、決定権者は、既決箱及び未決箱を備

えなければならない。

　　　第四章　文書の浄書及び発送

（浄書）

第三十七条　決定済みの起案文書で浄書を要するものは、即日浄書する

ものとする。

２　タイプライターによる浄書は、文書課又は局若しくは所の庶務主管

課で行なうものとする。ただし、文書課長又は局若しくは所の庶務主管

課長が不適当と認めるときは、この限りでない。

３　浄書した者は、起案文書の浄書欄に押印しなければならない。

４　決定済みの起案文書に所定の公文の形式等と異なる形式等又は過誤

を認めたときは、浄書を担当する課の長は、起案の趣旨に反しない限り

修正することで
（ママ）

きる。この場合修正した者は、その旨を附記して押印し

なければならない。

（照合）

第三十八条　浄書文書は、浄書後直ちに起案文書と照合しなければなら

ない。

２　照合した者は、起案文書照合欄に押印しなければならない。

（公印）

第三十九条　照合を終了した浄書文書は、東京都公印規程（昭和二十八

年東京都規則第百五十八号）の定めるところにより、公印を押印しなけ

ればならない。ただし、対内文書又は軽易な文書については、起案文

書及び発送文書に「略割印」又は「公印省略」の記載をし、公印を省略

することで
（ママ）

きる。

（発送）

第四十条　発送を要する文書は、直ちに使送、郵送又は集配に区分し、
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使送するものは、文書使送簿に所要事項を記載し、発送しなければな

らない。

２�　機密を要する文書を発送する場合には、当該文書を封筒に入れて密

封し、その旨を表示して発送しなければならない。

３　発送した者は、起案文書の発送欄に押印しなければならない。

　　　第五章　文書の整理及び保存

　　　　第一節　通則

（文書の整理）

第四十一条　文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに

取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

２　文書の保管又は保存に当たつては、常に紛失、火災、盗難等の予防

の処置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち

出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

（保管単位）

第四十二条　文書の保管は、主務課において行なう。ただし、職員の数、

文書の発生量、事務室の状況等により、主務課長が他の保管単位によ

ることが適当と認めるときは、この限りでない。

２　前項ただし書による場合は、主務課長は、あらかじめ文書課長の承

認を得なければならない。

（フアイル基準表）

第四十三条　文書の分類は、フアイル基準表により行なう。

２　フアイル基準表の作成又はその内容の変更は、主務課長が文書課長

の承認を得て行なう。

３　同種の事務を取り扱う所が多数あるときは、主務課長は、局の庶務主

管課長が文書課長の承認を得て定めたフアイル基準表の準則に基づい

て、フアイル基準表を作成することで
（ママ）

きる。この場合には、前項の文書

課長の承認は、必要としない。

（保管用具）

第四十四条　文書の整理及び保管には、キヤビネツト及びフアイリング

用具を使用する。ただし、キヤビネツトに収納することが不適当な文書

については、書類庫、書棚等それぞれ適切な用具を使用することがで

きる。

　　　　第二節　文書の引継ぎ及び保管

（事務担当者の文書の整理及び引継ぎ）

第四十五条　事務担当者は、未完結文書をフオルダーに入れてキヤビネ

ツトの一定の位置に収納しておかなければならない。

２　事務担当者は、文書上の処理が完結したときは、当該文書を直ちにフ

アイル責任者に引き継ぎ、自己の手元においてはならない。

３　フアイル責任者は、前項の規定により引継ぎを受けた文書について

は、処理の完否を確かめた後、文書授受カード（乙）又は文書収発カー

ド（乙）に所要事項を記載しなければならない。

４　フアイル責任者は、常に完結文書の回収に努めなければならない。

（完結文書の整理及び保管）

第四十六条　フアイル責任者は、完結文書を必要に応じて利用すること

ができるように、フアイル基準表に定める分類項目別に整理し、フオル

ダーに入れてキヤビネツトに収納しておくものとする。

２　前項の規定により文書を保管するときは、四段キヤビネツトにあつ

ては、当該会計年度の完結文書は上二段に、前年度分は下二段に収納

し、その他のキヤビネツトにあつては、これに準ずるものとする。

（移換え及び置換え）

第四十七条　保管文書の移換え及び置換えは、毎年度末に行なう。

２　常時利用する保管文書は、移換え又は置換えを行なわないことがで

きる。

（文書授受カード等の整理及び保管）

第四十八条　文書授受カード（甲）及び文書収発カード（甲）は文書課又

は局若しくは所の庶務主管課（第十六条に規定する部にあつては当該

部の庶務主管課）において、文書授受カード（乙）及び文書収発カード

（乙）は主務課においてそれぞれ保管する。

２　文書授受カード及び文書収発カードは、文書の追求、索引及び利用

に便利なように文書番号順、分類項目別等に整理しておくものとする。

　　　　第三節　文書の保存

（文書の保存年限の種別）

第四十九条　文書の保存年限の種別は、次の五種とする。

　　　　一年保存

　　　　三年保存

　　　　五年保存

　　　　十年保存

　　　　長期保存

２　前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時

効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、文書

の保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

３　主務課長は、文書の保存年限が前二項の規定によりがたいと認める

ときは、文書課長の承認を得て、文書の保存年限の種別を新設するこ

とで
（ママ）

きる。

（保存年限の設定）

第五十条　文書の保存年限は、文書保存年限表により、主務課長が定め

る。

２　文書保存年限表の作成又はその内容の変更は、主務課長が文書課長

の承認を得て行なう。

３　主務課長は、文書保存年限表を作成し、又はその内容を変更しよう

とするときは、総務局長が別に定める基準を参考にし、かつ、法令等

の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものと

する。

（保存年限の計算）

第五十一条　文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する会計年

度の翌年度初めから起算する。ただし、暦年による必要がある文書は、

その完結した日の属する年の翌年一月一日から起算する。

（完結文書の保存方法）

第五十二条　保存を必要とする完結文書は、文書主任又は文書取扱主任

の指示を受けて、フアイル責任者が次に掲げるところに従い保存しな

ければならない。

　一�　会計年度（以下「年度」という。）による文書は年度ごとに、暦年

による文書は暦年ごとに保存年限別に仕分けし、かつ、分類項目別

に区分して整理すること。

　二　保存箱に収納すること。

　三�　文書量の都合により、二年度又は二年以上にわたる分を同一の保

存箱に収納するときは、区分紙を差し入れ、年度又は年の区分を明

らかにしておくこと。

　四�　保存箱の表には、保存箱番号、分類項目名、年度又は年、廃棄予定

年、文書名、主管局部課名又は所名その他必要な事項を記載すること。

　五�　年度又は年をこえて処理した文書は、その事案が完結した年度又

は年の文書として区分すること。

　六�　相互にきわめて密接な関係がある二以上の完結文書は、一件とし

て整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについ

ては長期のものにより、分類項目を異にするものについては主たる文

書の分類項目により整理すること。

２　保存箱に収納した文書については、その保存箱の番号を文書収発

カード（乙）に記載し、当該文書収発カード（乙）を保存箱番号別に区

分して整理しなければならない。

（編集及び製本）

第五十三条　必要があると認める文書は、別に定めるところにより編集及

び製本をすることで
（ママ）

きる。

（長期保存の文書等の引継ぎ）

第五十四条　主務課長は、置換えに際して長期保存の文書に文書収発
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カード（乙）を添え、文書課又は局の庶務主管課を経て、東京都公文

書館長（以下「公文書館長」という。）に引き継がなければならない。

この場合において、文書収発カード（乙）を添えることができない文書

については、これに代えて引継目録を添えなければならない。

２　主務課長は、長期保存の文書以外の文書について、公文書館長から

引継ぎを求められたときは、当該文書を公文書館長に引き継がなけれ

ばならない。

３　前二項に定める文書の引継ぎができないとき、又はそのまま主務課

において保管しようとするときは、主務課長は、公文書館長の承認を得

なければならない。

（機密文書の引継ぎ）

第五十五条　機密文書の引継ぎについては、前条の規定によらないこと

ができる。

　　　　第四節　文書の利用

（文書の持出し）

第五十六条　文書の持出しをしようとする者は、持出カードを当該文書

がはいつていたフオルダーに入れておかなければならない。

２　持ち出した文書は、退庁時までに必ずフアイル責任者に返還しなけ

ればならない。

（文書の貸出し等）

第五十七条　文書の貸出しを受け、又は文書を閲覧しようとする職員は、

フアイル責任者に申し出なければならない。

２　前項の申出があつたときは、フアイル責任者は、主務課長の承認を

得て、貸し出し、又は閲覧させるものとする。

３　フアイル責任者は、前項により文書を貸し出し、又は閲覧させるとき

は、貸出・閲覧カードに所要事項を記載して、当該カードを当該文書が

はいつていたフオルダーに入れておかなければならない。

（職員以外の者への文書の貸出し等）

第五十八条　職員以外の者に文書を貸し出し、又は閲覧させるときは、

フアイル責任者は、主務課長の許可を得て行なわなければならない。

２　前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

（長期保存の文書等の貸出し等）

第五十九条　公文書館長は、第五十四条第一項及び第二項の規定により

公文書館長に引き継がれた保存文書の貸出しを受け、又は閲覧をしよ

うとする者があるときは、主務課長の同意を得て、当該貸出し又は閲覧

を許可することで
（ママ）

きる。

（貸出期間）

第六十条　貸出期間は、十日以内とする。ただし、主務課長又は公文書

館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

２　貸出文書の返還予定月日が過ぎてもなお当該文書が返還されないと

きは、公文書館長又はフアイル責任者は、返還の督促をしなければな

らない。

　　　　第五節　文書の廃棄

（文書の廃棄の決定）

第六十一条　主務課長は、文書（第五十四条第一項及び第二項の規定に

より公文書館長に引き継がれた文書を除く。）が保存年限を経過したと

きは、すみやかに廃棄しなければならない。

２　主務課長は、長期保存の文書以外の文書で、保管し、又は保存する

必要がなくなつたと認める文書については、当該文書の保存年限の経

過前においても、文書課長又は局の庶務主管課長と協議して廃棄する

ことで
（ママ）

きる。この場合において、一年保存の文書については、文書課長

又は局の庶務主管課長との協議は、必要としない。

第六十二条　公文書館長は、第五十四条第一項及び第二項の規定により

公文書館長に引き継がれた文書について、当該文書の保存年限の起算

日から十年ごとに、あらためて保存の可否を決定するものとする。

２　前項の規定にかかわらず、公文書館長は、必要があると認めるとき

は、そのつど公文書館長に引き継がれた文書の保存の可否を決定する�

ことができる。

３　公文書館長は、前二項の規定により保存の可否を決定しようとする場

合は、あらかじめ主務課長及び文書課長に協議しなければならない。

４　公文書館長は、第一項及び第二項の規定により保存する必要がない

と決定した文書については、すみやかに廃棄しなければならない。

第六十三条　文書を廃棄し、滅失し、又はき損したときは、その旨を文書

授受カード（乙）又は文書収発カード（乙）に記載し、その年月日、分

類項目名、件数、廃棄方法、滅失き損の原因その他必要な事項を文書

課長又は局の庶務主管課長に通知しなければならない。ただし、一年

保存の文書及び第六十一条第二項に定める文書については、この限り

でない。

（廃棄文書の処理）

第六十四条　廃棄を決定した文書のうち、秘密保持を必要とするもの

は、焼却、溶融又は裁断等の処置をとらなければならない。

２　廃棄を決定した文書で、事務執行上の参考とするため必要なもの

は、資料として保管することで
（ママ）

きる。

（長期保存の文書等の保存、利用及び廃棄）

第六十五条　第五十四条第一項及び第二項の規定により公文書館長に引

き継がれた文書の保存、利用及び廃棄については、この規程に定める

もののほか、東京都公文書館処務規程（昭和四十三年東京都訓令甲第

百九十七号）に定めるところによる。

　　　第六章　補則

（課を置かない部等の特例）

第六十六条　課を置かない部については、当該部は課と、当該部の庶務

をつかさどる課長相当の職にある者は課長とみなす。

２　課を置かない部相当の所については、当該所は課相当の所と、当該

所の庶務をつかさどる課長相当の職にある者は課長とみなす。

３　課で長を置かないものにあつては、当該課の庶務をつかさどる課長

相当の職にある者は、
（ママ）

課長とみなす。

４　病院等の事務室は、部相当の所又は課相当の所とみなす。

　　　附　則

（施行期日）

１　この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

（文書の管理の特例に関する規程の廃止）

２　文書の管理の特例に関する規程（昭和三十八年東京都訓令甲第

九十二号。以下「旧特例規程」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３　この訓令の施行の際、すでに保存年限の設定されている文書は、次

表の上欄に掲げる保存年限の区分に応じ、同表下欄に掲げる保存年限

の文書とみなす。

永久保存 長期保存

十五年保存 十年保存

十年保存 五年保存

五年保存 三年保存

一年保存 一年保存

東京都処務規程（昭和二十七年東

京都訓令甲第八十九号）第五十二

条の七の規定による保存年限

第四十九条第三項の規定による保

存年限

４　前項に規定するものを除くほか、この訓令の施行前に、東京都処務

規程（以下「旧規程」という。）又は旧特例規程によつてなした手続そ

の他の行為（局又は所の処務規程により旧規程を準用してなした手続

その他の行為を含む。）は、この訓令にこれに相当する規定があるとき

は、この訓令の相当規定によつてなしたものとみなす。

５　文書の保存年限の設定については、第五十条第二項の規定による文

書保存年限表が作成されるまでの間は、なお従前の例による。この場

合には、附則第三項の規定を準用する。
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６　この訓令の施行の際、フアイリング・システムが導入されていない課

にあつては、フアイリング・システムが導入されるまでの間は、この訓

令中フアイリング・システムに基づく事務処理に関する規定は、適用せ

ず、なお従前の例による。

７　旧規程又は旧特例規程により調整した簿冊及び様式類で用紙の現に

残存するものは、当分の間、なお使用することで
（ママ）

きる。

（東京都訓令前行署名式及び令達式の一部改正）

８　東京都訓令前行署名式及び令達式（昭和二十三年東京都訓令甲第

百四十六号）の一部を次のように改正する。

　　二中ただし書を削る。

（東京都公文規程の一部改正）

９　東京都公文規程の一部を次のように改正する。

　　第二条第五号中「訓令甲又は訓令乙」を「訓令」に改める。

　　別記五中「第一訓令甲」を削り、「訓令甲」を「訓令」に改め、第二

を削る。

第1号様式

収　受　月　日
文　書　番　号

件　　　　　　　　名 発信者・受領印

(日本工業規格　Ｂ５)

　　月　　　日

文　書　授　受　簿

　　月　　　日

　　月　　　日

　　月　　　日

　　月　　　日

　　月　　　日

　　月　　　日

　　月　　　日

　　月　　　日

　　月　　　日

第2号様式

　　　月　　日
文 書 課 受 付

　　月　　日受領
知　事　室　㊞

　　　月　　日
文 書 課 回 付

　　　月　　日
　　　　課配付

　　　月　　日
文 書 課 受 付

　　月　　日受領
知　事　室　㊞

　　　月　　日
文 書 課 回 付

　　　月　　日
　　　　課配付

　　　月　　日
文 書 課 受 付

　　月　　日受領
知　事　室　㊞

　　　月　　日
文 書 課 回 付

　　　月　　日
　　　　課配付

　　　月　　日
文 書 課 受 付

　　月　　日受領
知　事　室　㊞

　　　月　　日
文 書 課 回 付

　　　月　　日
　　　　課配付

親　展 (秘) 文　書　送　付　簿

　　発 信 者

　　  住　所

　　  氏　名

　　記　事 　　発 信 者

　　  住　所

　　  氏　名

　　記　事 　　発 信 者

　　  住　所

　　  氏　名

(日本工業規格　Ｂ５)

　　記　事

　　記　事 　　発 信 者

　　  住　所

　　  氏　名

第3号様式

発　送
月　日

文 書 番 号 件　　　　　名 あ　て　先 受 領 印

月　日

月　日

月　日

月　日

月　日

文　　書　　使　　送　　簿

第4号様式

月　日 課　長 主　任 件　　名 種　別
庶　務
主管課

出納長室
取 扱 者

(日本工業規格　Ｂ５)

金　額

金　　券　　送　　付　　簿

第5号様式

公報番号 公布番号 題　　　名 議決月日 関 係 課 備　 考

(日本工業規格　Ａ４)

条　　例　　原　　簿

登載月日

(日本工業規格　Ｂ５)
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第9号様式

(統計カード)

文書取扱主
任 受 領 印

分類
記号

金･郵･収 円 　枚 摘　　　要

 あて先

特･書･現

文 書 収 発 カ ー ド (甲)

　
　
第
九
号
様
式
　
文
書
収
発
カ

ド

(

甲)

　件　　名  年　月　日　第　号

 発信者

(　年　月　日　第　号)　照依報通進申

第10号様式

継

保 存 箱
番　　号

 備　 考 主 務 課
保管承認

公 文 書
館 引 継

施　　行 廃棄予定

書･内･配

速 ・ 普
小 ・ 電

(統計カード)

特･書･現

 年　月　日　第　号　件　　名

(　年　月　日　第　号)　照依報通進申  あて先

処　理　経　過 保 存 廃 棄 経 過

取扱者 発信者

年　月　日

金･郵･収 円 　枚 決定区分 知･局･部･所･課

年　月　日

案回年　月　日
F･No.

C･No.

摘　　　要

記号

取

受

領

者

起

案

者

長･10･5･3･1

年　月　日 年　　月

廃　　案 年　月　日

文書収発カード(乙)　表

決　　定 年　月　日 廃　　棄 年　月　日
線

　
　
第
十
号
様
式
　
文
書
収
発
カ

ド

(

乙)

　
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○

切 分類

起　　案 年　月　日

返還予定
年 月 日

　備　考

(統計カード)

文書収発カード(乙)　裏

貸　　出　　先 貸出年月日 返還年月日 照　　合 摘　要

　
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○
　
 
○

切

取

線

35mm

昭 　　和

東 京 都

収 　 受

47 . 4 . 1

第11号様式 第12号様式

法

（　）

時

（　）

特

（　）

47 . 　4 . 　1
東　　京　　都

40mm

30mm

○ ○ 課

 ○ ○ ○　第　　　号

 ○ ○ 局　○ ○ 部

第6号様式

公報番号 公布番号 題 名 又 は 件 名 主 管 課 返済月日 備　 考

(日本工業規格　Ａ４)

規 則、訓 令、告 示 原 簿

登載月日

第7号様式

年　　月　　日

文書番号 件　　　名 発　信　者 受領印 摘　要

(日本工業規格　Ｂ６)

第
七
号
様
式
　
文
書
授
受
カ

ド

(

甲)

部　　　課　　　

文 書 授 受 カ ー ド (甲)

第8号様式

年　　月　　日

文書番号 件　　　名 発　信　者 分類記号
処
理

供

継

収

廃

供

継

収

廃

供

継

収

廃

供

継

収

廃

供

継

収

廃

供

継

収

廃

(日本工業規格　Ｂ６)

文 書 授 受 カ ー ド (乙)

第
八
号
様
式
　
文
書
授
受
カ

ド

(

乙)

部　　　課　　　

受
領
印
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第13号様式　乙号(表及び裏)

(日本工業規格　Ｂ５)

5 10 15

16×16＝256

5 5

10 10

15 15

第
1
3
号

様
式

　
丙

号

（
日

本
工

業
規

格
　

Ｂ
４

）

東

　
京

　
都

123456

123456

123456

123456

第13号様式　甲号(表)

保 存

(日本工業規格　Ｂ５)

主管課長 係　　長

協
議
 
決
定
後
供
覧

知 局

審
　
　
議

副　　　知　　　事 主　　管　　局　　長

決
定
権
者

起
　
　
 
案

部

部(所)

課　　　　電　話

先方の
文　書

浄書照合

主管部長

する。　　

文書取扱主任

所 課

審　　　　　　　　査

文書主任文書課長

局　　　　起案者　　事務担当者

　 件　　名

押　　印公印照合発信者

知事名・副知事名・局長名

部長名・所長名・課長名

　 あ　て　先

収　　受 昭和　 年　 月　 日昭和　　年　　月　　日　　　　　　第　　　号

決　　定

起　　案

昭和　 年　 月　 日

昭和　 年　 月　 日

　回付上・施行上の注意 施　　行 昭和　 年　 月　 日

年 

第　　　　号

分類記号

施行予定 昭和　 年　 月　 日

発　 送浄　 書

第13号様式　甲号(裏)

(日本工業規格　Ｂ５)

10

5

15

16×16＝256

5

10

15

5 10 15

別 紙
裏 面

 のように上記のことについて 

（『東京都公報』増刊6　昭和47年3月15日）

（「正誤」『東京都公報』第4391号　昭和47年3月27日）
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【資料３】
47総総文発第61号

昭和47年４月１日

各　局（室）長、出納長、

都民室長、都立大学総長、

競走事業廃止対策本部長、

養育院長、南多摩新都市　　　　殿

開発本部長、中央卸売市

場長、消費生活対策室長、

都市防災本部長

東京都副知事

　　磯　　村　　光　　男

東京都副知事

　　舩　　橋　　俊　　通

東京都副知事

　　常　　陸　　壮　　吉

　　　東京都文書管理規程の制定について（依命通達）

　昭和47年３月15日東京都訓令甲第11号をもつて東京都文書管理規程

（以下「新規程」という。）が制定され、同年４月１日から施行された。

　この規程は、知事部局におけるフアイリング・システムの導入がおおむ

ね完了するのに伴い、従来の東京都処務規程（昭和27年東京都訓令甲第

89号。以下「旧規程」という。）と文書の管理の特例に関する規程（昭和

38年東京都訓令甲第92号）を一本化し、新たにフアイリング・システムに

則した文書の管理に関する手続規定を整備することによつて事務執行の

能率化及び合理化を図る趣旨のもとに制定されたものである。

　ついては、貴職においては、下記事項に留意するとともに、十分所属職

員に周知徹底せしめその運営に当たつては遺憾のないよう取り計らわれ

たい。

　この旨命によつて通達する。

　おつて、文書の編集および保存について（昭和29年総総文発第213号副

知事依命通達）は、廃止する。

記

第１　総則に関する事項

１　文書取扱いの基本（第３条）

　　文書の処理及び文書の管理は、事務の能率化を促進するように行な

う必要があることを明確化したこと。

２　文書主任及び文書取扱主任の命免（第４条）

(1)　文書主任及び文書取扱主任は、文書管理制度を運営していくため

に種々の実務を統轄する役割を与えられており、その意味で文書管

理制度のかなめであるので、局長が命免するものとしたこと。

(2)　管理の対象となる文書の発生量がきわめて少ないと認められる課

にあつては、局長があらかじめ総務局長の承認を得て、文書取扱主

任を置かないことができるものとしたこと。

(3)　文書主任を任命するための総務局長協議並びに文書主任を免じ、

及び文書取扱主任を任免したときの総務局長への通知は、廃止し、

文書主任を命免したときにのみ局の庶務主管課長が文書課長にあて

通知することを要するものとしたこと。

３　文書主任及び文書取扱主任の職務（第５条）

(1)　文書主任はその所属する局及び課、文書取扱主任はその所属す

る課における文書管理に関する事務及び文書の審査に従事するもの

であること。ただし、部相当の所の庶務主管課及び第16条に規定す

る局の部の庶務主管課の文書取扱主任は、当該所又は部に到達した

文書の収受及び配布に関する事務をあわせて行なうものであること

（第14条・第16条）。

(2)　文書の処理の促進とは、起案から決定を経て施行に至るまでの一

連の文書事務を促進することをいい、文書事務の進行管理とは、文

書の収受、配布、起案、審査その他の決定関与、決定、浄書、公印の

押印及び発送に至る文書事務並びに発生した文書の保管、保存及び

廃棄の一連の文書事務をそれぞれ促進するよう管理することをいう

ものであること。

(3)　職務の内容として、新たに資料の整理、保管及び利用に関するこ

とを加えたこと。

４　フアイル責任者の設置（第６条）

(1)　フアイル責任者を置かないことができる課としては、文書の発生

量が少ないため、文書取扱主任がフアイル責任者の補助を必要とし

ない課がその対象としてあげられること。この場合においては、文書

取扱主任がその職務を行なうこと。

(2)　フアイル責任者の補助者を置く必要があるのは、文書の発生量

が特に多い課又は係が本課から離れている場合の当該課等であるこ

と。

５　文書管理帳票（第８条・第９条）

(1)　文書授受カード及び文書収発カードの採用により文書授受簿

（乙）、文書収受件名簿、文書発議件名簿及び文書件名簿を廃止し

たこと。

　　なお、従来フアイリング実施課において使用した文書管理カード

（授受）、文書管理カード（収）及び文書管理カード（発）も廃止し

たこと。

(2)　文書郵送簿は、文書収発カードの発送種別欄により文書管理上の

機能は十分果たしうるので、廃止したこと。

(3)　文書使送簿は、施行される文書を使送するときには必ず使用しな

ければならないものとしたこと（第40条）。

(4)　文書授受簿に登録すべき文書は、下記のとおりであること。

ア　文書課に置かれる文書授受簿

第11条第４項の表に掲げる処理方法に基づくもの

イ　局の庶務主管課に置かれる文書授受簿

(ア)　所又は所長あての文書のうち、重要なもの（第13条）

(イ)�　文書の収受及び配布の特例を認められた部又は課に係る文

書のうち、重要なもの（第16条）

ウ　所の庶務主管課又は課相当の所に置かれる文書授受簿

　所又は所長あての文書のうち、重要なもの（第14条・第15条）。

ただし、課相当又は係相当の所をもつ部相当の所の庶務主管課及

び係相当の所をもつ課相当の所に限り、文書授受簿を使用するこ

と。

エ　部の庶務主管課に置かれる文書授受簿

所又は所長あての文書のうち、重要なもの（第16条）

(5)　訓令（甲）及び訓令（乙）は、新規程附則第９項により訓令と改

められたので規則、訓令（甲）告示原簿及び訓令（乙）原簿を廃止

し、規則、訓令、告示原簿を置くものとしたこと。

(6)　第８条に掲げるもののほか、文書管理帳票として第９条に掲げる

ものがあること。これらの帳票は、庶務主管課と主務課の双方でその

記載を完成させるものであるので、動態的な帳票の設置として別条

としたものであること。

(7)　特例帳票としては、次のようなものが考えられるものであること。

ア　収受文書に係るもの

　届出書収受簿、通知書収受簿、申請書収受簿兼処理簿、依頼書

収受簿兼処理簿、申込書収受簿兼処理簿、契約台帳等

イ　発議文書に係るもの

報告書発議件名簿等

ウ　経由文書に係るもの

申請書収受簿兼送付簿、合議文書処理経過簿等

(8)　定例的に処理される文書で、特例帳票の使用が認められるものの

相当件数とは、同種の文書が年間100件以上発生すると予想される場

合又は同種の文書の年間発生件数が文書授受カード若しくは文書収

発カードに記載する文書の年間発生予想件数（ただし、300件未満の
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場合を除く。）の２割をこえると予想される場合をいうものであるこ

と。

６　文書の記号及び番号（第10条）

(1)　受発文書の記号は、受発した当該会計年度の数字と主務の局・

部・課又は所・課を表わす４以内の文字とからなるものとし、収発の

文字は不要としたこと。たとえば「47総総文第〇〇号」となるもので

あること。

　　なお、従来主務課を十分区別して表現できない場合があつた（た

とえば、江戸川清掃事務所と江戸川清掃事業所と江戸川清掃工場と

の区別）ので３以内の文字を４以内の文字に改めたものであること。

(2)　受発文書の記号は、局内で同一のものが生じないよう調整を図る

ため、局の庶務主管課長（総務局にあつては文書課長）が定めるも

のとしたこと。

(3)　特例帳票に係る受発文書の記号を定めるときは、当該記号の案

及び特例帳票の案をまとめて一つの起案として、局の文書主任を経

て、当該記号について当該局の庶務主管課長の承認を得た後、特例

帳票設定についての文書課長の承認を得なければならないものであ

ること。

(4)　枝番号を使用できるのは、おおむね次のような場合であること。

ア　国又は他府県からの照会文書に対し、その回答を作成するた

め、当該事案を主管する課以外の課又は区市町村等に対して更に

照会を必要とする場合の当該課又は当該区市町村等への照会文書

イ　相手先別、件名別等により一件態として文書を保管又は保存す

るのに適切な訴訟事件、工事案件等に係る文書を取り扱う場合

で、当該事件又は当該案件の発端となる文書以外の当該事件又は

当該案件を処理するための発議文書

(5)　枝番号のつけ方は、発端となる収受文書を第１号とすれば、関連

照会文書の最初の発議は、第１号の２で行ない、当該関連照会文書

に対する回答文書は、文書授受カードに登録するものであること。こ

の場合において、発端となる文書の文書収発カード（乙）の備考欄

に、枝番号により発した文書に対し回答があつた旨及び当該文書の

収受月日を記載しておく必要があること。第１号の３、第１号の４等

も同様に扱うものであること。

　　なお、回答を必要としない関連文書の発議であつても、枝番号の

つけ方は、同様に扱うものであること。

(6)　発端となる文書が発議文書である場合も、同様であること。

(7)　発端となる文書が収受文書である場合において、種々の調査等が

終り、当該発端となる文書の発信人に回答するときは、当該発端とな

る文書の番号を用いること。

第２　文書の収受及び配布に関する事項

１　本庁に到達した文書（第11条）

(1)　本庁に到達した文書（局に直接到達した文書を除く。）とは、文

書課文書交換室に郵送、使送等により到達した文書及び文書課文書

管理係で郵便局員から直接受領した文書をいうものであること。

(2)　局に直接到達した文書とは、局の各課で直接受領した文書をいう

ものであること。

(3)　文書課で開封した文書であつても、収受の日時が権利の得喪にか

かわると認められるもの、金券が添附されているもの、書留等特殊扱

いによるもの及び重要と認められるものを除き、簿冊に登録しない

で、都収受印のみを押して局の庶務主管課長に配布できるものとし

たこと。

(4)　書留扱い（現金書留を含む。）、内容証明扱い及び配達証明扱い

による文書並びに特別送達文書の収受及び配布の方法を明記したこ

と。

(5)　開封した文書のうち、重要と認められるものの収受及び配布の方

法を明記したこと。

　　なお、開封した文書のうち、重要と認められるものとは、国からの

通達、住民からの陳情書、請願書等事務事業の運営の方針に係るも

の又は住民の権利義務に係るものをいうものであること。

２　局の庶務主管課における文書の収受及び配布（第12条・第13条）

(1)　局の庶務主管課長は、親展（秘）文書その他開封を不適当と認め

るものを除き、すべての文書を開封するものとしたこと。この場合に

おいて、開封を不適当と認められるものには、現金書留等が考えられ

るものであること。ただし、局の庶務主管課において東京都会計事

務規則（昭和39年東京都規則第88号）による処理を行なうことにな

つているものにあつては、当該局の庶務主管課において開封して処

理しても差しつかえないこと。

(2)　従来、すべての文書を文書授受簿（乙）又は文書収受件名簿（フ

アイリング実施課にあつては文書管理カード（授受）又は文書管理

カード（収））に登録することとしていたのを改め、起案を要しない

文書で、保存年限が１年以下のもの（書留、内容証明等の特殊扱い

のものを除く。）は、書面に収受印を押し、主務課長に配布できるも

のとしたこと。

(3)　従来、文書収受件名簿（フアイリング実施課にあつては文書管理

カード（収））に記載していた文書のうち、起案を要しない文書で保

存年限が１年をこえるものについては、文書授受カードに登録する

ものとしたこと。

(4)　特例帳票に係る文書については、局の庶務主管課長は、収受印を

押して、主務課長に配布できるものとしたこと。

(5)　所又は所長あての文書についての取扱方法を明文化したこと。こ

の場合において局の庶務主管課で押印する収受印は、当該庶務主管

課名入りのものを使用するものであること。

３　部相当の所に到達した文書（第14条）

　所の庶務主管課長が開封を不適当と認める文書については、２(1)と

同様であること。

４　文書の収受及び配布の特例（第16条）

(1)　特例が認められる特殊の事情とは、部又は課が、その所属する局

又は所の庶務主管課との関係において特殊の庁舎事情にある場合そ

の他文書の発生量、文書の性質、職員の配置状況等により真に止む

を得ない事情にある場合をいうものであること。

(2)　特例が認められた場合には、部の庶務主管課又は課において文書

授受カード、文書収発カード及び文書授受簿等により文書を収受す

るものであること。当該部内の各課又は当該課の収受印も当該部の

庶務主管課又は当該課において管理するものであること。

(3)　特例が認められた部又は課に係る文書に局の庶務主管課で収受印

を押印するときは、当該庶務主管課名入りのものを使用するもので

あること。

(4)　特例が認められた部にあつては、第12条中「局」とあるのは

「部」と、「文書課長」とあるのは「局の庶務主管課長」と、「局

内」とあるのは「部内」と、第13条中「所又は所の長あて」とあるの

は「当該部又は当該部長あて」と、「所」とあるのは「当該部」と読

み替えるものであること。

(5)　特例が認められた課についても、(4)に準じて取り扱うものである

こと。

５　主務課における文書の取扱い（第17条）

　文書授受カード若しくは文書収発カードに登録されなかつた文書

で、主務課で登録の必要を認めるとき、又は文書授受カード若しくは

文書収発カードに誤つて登録されたときの登録又は登録の是正につい

て、明文化したこと。

第３　文書の処理に関する事項

１　事務担当者等への文書の引渡し（第22条第１項）

　事務担当者等に文書を引き渡す場合に文書主任若しくは文書取扱主

任又はフアイル責任者が取り扱う文書は、おおむね次のとおりであるこ

と。
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(1)　文書主任又は文書取扱主任が取り扱う文書

ア　親展（秘）文書

イ　文書授受カード（乙）又は文書収発カード（乙）とともに配布さ

れた文書（定例的な事案に係る文書で、主務課長がフアイル責任

者に取り扱わせることが適当であると認めたものを除く。）

(2)　フアイル責任者が取り扱う文書

ア　文書授受カード（乙）又は文書収発カード（乙）とともに配布さ

れた文書のうち、定例的な事案に係る文書で主務課長がフアイル

責任者に取り扱わせることが適当であると認めたもの

イ　特例帳票により処理する文書

ウ　第22条第１項の表４の項に掲げる文書

２　現金書留の処理（第22条第１項）

　未開封のまま主務課長に送付された現金書留は、開封して、東京都

会計事務規則第119条の規定により、同規則に定める局の課長又は所長

が差出人の住所、氏名を記載した送付書に現金を添えて出納長又は特

別出納員に送付するものであること。現金書留に同封されていた文書

は、第22条第１項の表２の項から４の項までの引渡し方法により、文書

主任若しくは文書取扱主任又はフアイル責任者が事務担当者に引き渡

すものであること。

３　重要文書の閲覧（第22条第２項）

　文書の性質又は内容により、直ちに処理することが困難な文書のう

ち、主務課長以外の者の決定を要する事案に係る文書で、特に重要な

ものは、あらかじめ上司の閲覧に供し、当該事案についての情報提供

を行なわなければならないものであること。

４　起案用紙（第23条第１項）

　起案用紙の使用を合理的かつ、能率的に行なうために保存年限欄、

分類記号欄、審査欄、審議欄等の改善を行ない、起案用紙の整備を図

つたものであること。

　なお、起案用紙の記載方法は第11のとおりであること。

５　定例的に取り扱う事案に係る起案（第23条第３項）

(1)　定例的に取り扱う事案に係る起案は、起案用紙に記載すべき事

項の欄を設けた簿冊、伝票、カード等に必要事項を記載して行なう

ことができるものとしたこと。また、常例の文案（以下「例文」とい

う。）を添附し、施行月日、届出事項、あて先等事案に応じて変わ

る事項の欄並びに決定権者及び決定関与者の押印欄を設けた一定の

簿冊による処理（以下「例文処理」という。）ができるものであるこ

と。

(2)　(1)により、起案用紙を用いずに一定の帳票を用いて起案する場

合には、主務課長が局の文書主任を経て、文書課長の承認を得て当

該帳票（例文処理の場合には、例文も含む。以下同じ。）を使用する

必要があること。この場合において主務課長は、決定後当該帳票を

１部文書課長に送付する必要があること。

(3)　起案用紙に代わる帳票が局、部又は部相当の所で用いられる場合

には、局、部又は部相当の所の庶務主管課長が文書課長の承認を得

るものとし、主務課長の文書課長への承認手続は、必要としないも

のであること。

(
（ママ）

3)　旧規程に基づき起案用紙に代えて用いていた簿冊は、新たに文書

課長の承認を得る必要がないものであること。

６　文書の発信者名（第26条）

(1)　一般照複
（復）

文書、対内文書の発信者名は、法令等に定めのある場合

を除き、あて先名と均衡を失しないように、あて先名と同等の職名を

用いるものであること。

(2)　地方自治法（昭和22年法律第67号）第153条の規定による委任事

務については、新規程は適用されないものであること。したがつて、

当該委任事務に基づく事案に係る文書の発信者名は、受任者名とな

るものであること。

７　起案文書の登録（第28条）

(1)　文書課、局若しくは所の庶務主管課、課相当の所又は第16条に定

める部の庶務主管課若しくは課の起案文書の登録については、文書

収発カード（甲）への記載は不要であり、文書収発カード（乙）への

記載で足りるものであること。

(2)　特例帳票によつて起案文書の登録を行なう場合には、フアイル責

任者が当該特例帳票に所要事項を記載するものであること。

(3)　第28条第３項の「当該課」は、第16条に定める「課」及び「課相

当の所」をいうものであること。

８　起案文書の回付方法等（第29条・第30条）

(1)　審議、審査、協議その他の事案決定に対する関与を行なう決定

関与者は、起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討

し、決定関与者自ら又は所属職員をして、その結果をすみやかに主

務課長又は起案者若しくは事務担当者に口頭、電話等で連絡するも

のとしたこと。

　　なお、一定の簿冊を備えて回付された起案文書の記号、番号、回

付された月日等の所要事項を記録しておくことが望ましいものであ

ること。

(2)　起案文書の回付の順序は、おおむね次の順序によるものであるこ

と。ただし、庁舎事情や事案の性質、内容等によつては、この順序に

よらず適宜回付の順序を変えてよいものであること。

ア　決定権者の署名又は押印は、決定関与者の関与が終了したこと

を確認してから行なうこと。ただし、決定権者と同一の職位にある

者に協議を行なうときは、協議に先立って決定権者が決定権者欄

に署名又は押印して差しつかえないこと。

イ　審議は、協議に先立つて行なうこと。ただし、知事決定事案にお

ける副知事の審議は知事の決定の直前に、局長決定事案における

次長、技監又は道路監の審議は局長の決定の直前に行なうこと。

ウ　審議を行なう職位が複数の場合には、下位の職位から行なうこ

と。ただし、副知事の審議の順序は、当該事案を担任する副知事

が最後に審議し、その他の副知事は、知事の職務代理の順序と逆

順序に審議すること。

オ
（ママ）

　協議は、事案の内容に最も関係のある部課長等から順次行なう

こと。

エ
（ママ）

　審査は、審査を行なう者の上司が決定又は決定関与を行なう前

に行なうこと。ただし、文書課長が審査を行なう東京都公報に登

載すべき事項に係る事案、法規の解釈に関する事案で、文書課長

の上司が決定又は決定関与を行なわないものについては、決定を

行なう直前に審査を行なうこと。

カ　補助的決定関与を行なう者が指定されている場合には、その者

が先に決定関与の補助を行なうこと。

　　なお、補助的決定関与を行なうことを指定された者が複数である

場合には、審議又は協議に準じて決定関与の補助を行なうこと。

９　供覧（第32条）

　収受した文書のうち、起案を要しないが、供覧しなければならない文

書は、起案用紙又は文書の余白に「供覧」の表示をして、閲覧に供すべ

きことを規定上明文化したものであること。供覧するために起案用紙を

用いる場合の記載方法は、次のとおりであること。

(1)　あて先欄に「供覧」の表示をすること。

(2)　その他の記載方法は、起案の場合に準じて行なうこと。

10　文書処理状況の調査等（第35条）

　各局長が処理未済文書報告書を作成して、総務局長に提出しなけれ

ばならないことを廃止し、文書課長又は局若しくは所の庶務主管課長

は、必要があると認めるときは、全庁の又は局内の若しくは所内の文書

処理状況を適時調査し、又は主務課長から課の文書処理状況の報告を

受け、これらの調査又は報告に基づき主務課長に文書処理について指

示を与えることができるものとしたこと。

第４　文書の浄書及び発送に関する事項
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１　文書の浄書、公印の押印及び発送の担当課（第37条―第40条）

(1)　文書の浄書及び発送は、文書の性質、内容及び量の多少によつて

最も適切な処理方法をとることができるものとしたこと。ただし、タ

イプライターによる浄書は、秘文書等の浄書又はタイピストの人員

配置等の理由により文書課又は局若しくは所の庶務主管課で行なう

ことが不適当である場合を除き、文書課又は局若しくは所の庶務主

管課で行なうものであること。

(2)　公印の押印は公印管守者により行なわれるものであり、公印の事

前押印及び公印印影の印刷は東京都公印規程（昭和28年東京都規則

第158号）の定めるところにより行なわれるものであること。

(3)　文書の浄書又は発送を集中管理している課においては、浄書依頼

伝票又は郵便物発送伝票等の帳票を定めて、浄書依頼者又は発送依

頼者に当該帳票に所要事項を記載させるなど一定の処理手続により

浄書又は発送を行なうようにする必要があること。

２　文書の発送（第40条）

(1)　文書郵送の記録は、文書収発カード（乙）の発送種別欄を用いて

行なうものであること。書留、内容証明又は配達証明で文書を郵送し

た場合には、引受局の記号番号を文書収発カード（乙）の発送種別

欄に記載するものであること。

(2)　書留等の引受証は、起案文書に添附しておく必要があること。

(3)　使送により文書を発送する場合は、課又は所の担当者が文書使送

簿に発送月日、文書番号、件名及びあて先を記載し、文書とともにあ

て先に持参し、受領印を徴して、当該文書を引き渡すものであるこ

と。

(4)　集配により文書を発送する場合は、局部課又は所の担当者が文書

課文書交換室又は局若しくは部等に設けられた文書交換箱を通じて

あて先に文書を送付するものであること。集配の記録は、特に行なう

必要のないものであること。

(5)　対内文書は、使送又は集配によりあて先へ発送するものであるこ

と。遠隔地で使送又は集配により発送できない場合等においては、

郵送により文書を発送することができるものであること。

第５　文書の整理及び保存に関する基本的事項

１　趣旨（第41条）

　フアイリング・システムは、文書を必要に応じて直ちに利用できる

ように、組織的に整理し、保管することをその目的とするものであるこ

と。したがつて、次の事項について十分考慮する必要があること。

(1)　事務担当者以外の者であつても、いつでも容易に文書を取り出す

ことができるように、当該文書を所定の場所に整理し、保管しておく

こと。

(2)　事務室に保管する文書は、事務執行上の参考その他の利用に供す

るため手元においておく必要のあるものに限ること。

(3)　文書は、保存年限を経過したとき、又は保存する必要がなくなつ

たときは、すみやかに廃棄手続を行ない、必要な文書を捜し出しや

すいようにしておくこと。

２　保管単位（第42条）

(1)　文書の保管は、課を単位として行なうものであること。ただし、

主務課長は、職員数、文書の性質、文書の発生量、事務室が同じ部

屋にあるかどうか等により、他の保管単位によることが文書を管理

し、及び利用するうえで適当であると認めるときは、あらかじめ文書

課長の承認を得て、課単位の原則によらないことができるものであ

ること。

(2)　２以上の課をまとめて１の保管単位とするときは、キヤビネツト

を管理する課の長が他の課の長に協議した後、文書課長の承認を得

て決定するものであること。この場合において、当該他の課の長は、

文書管理事務の一部をキヤビネツトを管理する課の長に委託するこ

とができるものであること。

３　フアイル基準表（第43条）

　主務課長は、当該課におけるフアイル基準表（別記第１号様式）を

作成し、又はその内容の変更を行なう場合には、局の文書主任を経て

文書課長の承認を得る必要があること。

４　保管用具（第44条）

　キヤビネツトに収納することが不適当な文書とは、次のような文書の

うち、当該文書の形状及び利用面からみて、書類庫、書棚、図面保管

庫、カード・キヤビツ
（ママ）

ト等キヤビネツト以外の用具を用いて保管するの

に適したものをいうものであること。

(1)　建物施設関係原議、用地買収原議、建築確認原議等１件の文書又

は２件以上の原議を一件態としてまとめた文書の量が、フオルダー

に収納するに適当な２センチメートルないし３センチメートル以上の

厚さとなるもの

(2)　設計図面

(3)　台帳、簿冊、伝票

(4)　秘密扱いを要する文書

第６　文書の引継ぎ及び保管に関する事項

１　事務担当者の文書の整理及び引継ぎ（第45条）

(1)　懸案事項となつている文書及び即日処理できなかつた文書は、懸

案フオルダーに入れてキヤビネツトの一定の場所に収納しておかな

ければならないものであること。

(2)　事務担当者は、文書が決定又は施行になつたときは、当該文書を

自己の手元に置くことなく、直ちにフアイル責任者を通じて文書主任

又は文書取扱主任に引き継ぐものであること。この場合は、仮保管

箱を使用するものであること。

(3)　完結文書は、事務室の所定の場所に集中して保管されるべきもの

であるので、文書主任又は文書取扱主任は、常にフアイル責任者を

通じて完結文書の回収に努めなければならないものであること。ま

た、文書主任又は文書取扱主任は、完結文書の引継ぎを受けたとき

は、事務担当者に保管を依頼したりすることのないよう留意する必

要があること。

２　移換え及び置換え（第47条）

(1)　完結文書を４段キヤビネツトに収納して保管するときは、当該年

度の文書は上２段に、前年度分は下２段に収納することとし、年度末

において、前年度の文書は、不要な文書を廃棄した後、保存箱（別

記第２号様式）に収納して書庫へ置き換え、当該年度の文書は、不

要な文書を廃棄した後、常時利用する文書等を除き、キヤビネツト

の下２段に移し換え、キヤビネツトの上２段を翌年度の文書の保管

スペースとして開放するものであること。

(2)　移換え及び置換えを行なうに当たつては、次の事項に注意する必

要があること。

ア　書類庫、書棚等を利用して文書を保管する場合においても(1)に

準じて処理すること。

イ　３以上の会計年度の文書を事務室に保管する場合においても移

換え及び置換えの趣旨を十分考慮すること。

３　文書授受カード等の整理及び保管（第48条）

(1)　文書授受カード（甲）及び文書収発カード（甲）の保管は、つづ

つたまま行なうものであること。

(2)　文書授受カード（乙）及び文書収発カード（乙）は、主務課にお

いて、バインダー（Ｂ５版用26穴）に１穴ずつずらしてつづり込む

ものであること。この場合において、文書授受カード（乙）は日付順

に、文書収発カード（乙）は文書番号順、分類項目別等検索に便利な

方法により整理するものであること（別図１、２参照）。

(3)　文書課、局若しくは所の庶務主管課、課相当の所又は第16条に定

める部の庶務主管課若しくは課にあつては、文書授受カード（乙）及

び文書収発カード（乙）のみの保管で足りるものであること。

第７　文書の保存に関する事項

１　文書の保存年限の種別及び設定（第49条・第50条）
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(1)　趣旨

　　�文書の保存は、必要最少限にとどめるべきであり、主務課長が中

心となり、かつ、文書の保存期間を短縮する方針で、文書の保存の

合理化を図つたものであること。

(2)　文書の保存年限の種別

ア　法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠

として保存する必要がある文書を除き、保存年限の種別を１年保

存、３年保存、５年保存、10年保存及び長期保存とし、15年保存及

び永久保存は、廃止したものであること。

イ　主務課長は、所管の事務について特に必要があると認めるとき

は、第49条第１項及び第２項の規定にかかわらず、文書課長の承

認を得て、当該文書の保存年限の種別を新設することができるも

のとしたこと。

(3)　保存年限の設定

ア　主務課長は、文書の保存年限を定めようとするときは、文書保

存年限表により行なうものとしたこと。

　　なお、文書保存年限表の作成又はその内容の変更は、主務課長

が局の庶務主管課長を経た後、文書課長の承認を得て行なうもの

であること。

イ　主務課長は、文書保存年限表を作成し、又はその内容を変更し

ようとするときは、総務局長が別に定める基準を参考にするととも

に、法令等の定め、時効期間、適用期間、証拠期限、対住民関係、

組織及び制度との関係、利用度、統計価値、歴史的価値等にも十

分留意する必要があること。

２　編集及び製本（第53条）

(1)　文書の編集及び製本は、キヤビネツトに収納することが不適当な

文書、利用度の高い文書等で、特に必要があると認めるものに限り

行なうことができるものであること。

(2)　文書の編集及び製本は、次に定めるところにより行なうものであ

ること。

ア　厚さ８センチメートルを限度とすること。

イ　１簿冊に編集及び製本できないときは、保存年限別又は分類項

目別に適宜分冊すること。

ウ　紙数の都合によつて２年度又は２年以上にわたる分を１冊とす

る場合には、区分紙を差し入れ、年度又は年の区分を明らかにし

ておくこと。

エ　内部に索引目次をつけること。

オ　表紙には、「東京都公文」の印を押し、巻番号、分類項目名、年

度又は年、廃棄予定年、文書名、主管局部課名又は所名その他必

要な事項を記載すること。

カ　前アからオに定めるもののほか、文書の編集及び製本に当たつ

ては、第52条第１項第１号、第５号及び第６号の規定を準用して行

なうこと。

３　長期保存の文書等の引継ぎ（第54条）

(1)　公文書館長は、長期保存の文書以外の文書で、将来貴重な文献と

なるものの散逸を防止するために、当該文書を系統的に１箇所に集

中して適切な管理のもとに保存する必要があると認めるときは、主務

課長に対して、当該文書の引継ぎを求めることができるものとしたこ

と。

(2)　第54条第１項の置換えの時若しくは同条第２項の引継ぎを求めら

れた時に完結文書の引継ぎができないとき又はそのまま主務課にお

いて保管しようとするときは、主務課長は、公文書館長の承認を得

なければならないものであること。

第８　文書の利用及び廃棄に関する事項

１　文書の持出し（第56条）

(1)　文書を持ち出した職員は、フアイル責任者に当該文書を返還する

ときは、直接キヤビネツトの中にもどすことなく、仮保管箱の中に返

すものであること。

(2)　翌日再び利用する持出文書であつても、退庁時には、必ず、いつ

たんフアイル責任者に返還し、自己の手元に置いてはならないもの

であること。

２　文書の廃棄（第61条―第64条）

(1)　主務課長は、文書が保存年限を経過したときは、当該文書につい

てすみやかに廃棄の決定を行ない、廃棄しなければならないもので

あること。この場合において、当該文書を事務執行上の参考とする

ため、なお保管する必要があるときは、新たに保存年限を定めて保

管するのではなく、資料として保管し、用済みの後主務課長限りで廃

棄するものであること。

(2)　不必要な文書が事務室又は書庫に多すぎ、必要な文書が捜し出し

にくいことがないように主務課長は、保存年限の経過前においても

不要化した文書を廃棄することができるものとしたこと。この場合に

おいて、主務課長は、１年保存の文書及び長期保存の文書以外の文

書については、あらかじめ文書課長又は局の庶務主管課長に廃棄予

定年月日、分類項目名、件数、廃棄方法、不要化の原因等を示して協

議しなければならないものであること。

(3)　公文書館長は、資史料的価値がない文書等特別な理由により保存

の必要がないと認めた文書については、定期に又は随時、あらかじ

め主務課長及び文書課長に協議して、保存の可否を決定し、及び廃

棄し、公文書館の機能を十分に果たすよう努めなければならないも

のであること。

(4)　文書が保存年限を経過したときは、フアイル責任者は、文書主任

又は文書取扱主任の指示を受けて、当該文書の廃棄手続をとるとと

もに、文書授受カード（乙）又は文書収発カード（乙）に必要事項を

記載するものであること。

　　なお、文書を廃棄したときは、文書課長又は局の庶務主管課長に

この旨通知することにより、文書課長又は局の庶務主管課長が局の

文書の廃棄状況をは握できることとしたこと。

第９　経過措置（附則第３項・第５項）

　この訓令の施行の際すでに保存年限の設定されている文書及び第

50条第２項の規定による文書保存年限表が作成されるまでの間従前

の例によつて保存年限の設定される文書については、附則第３項の

規定により、第49条の規定による保存年限の文書とみなされることと

されたが、当該文書の廃棄に当たつては、第64条第２項の規定によ

る資料としてなお保管する等、その運用について十分配慮する必要

があること。�

第10　文書授受カード及び文書収発カードの記載方法

(1)　文書授受カード（別図３参照）

　欄番号� 記 載 事 項� 担　当　課� 記　載　時� 　　　　　　　　記　載　上　の　注　意　事　項

� ①� 収 受 年 月日� 庶務主管課� 収　受　時

� ②� 配布先部課名� 庶務主管課� 収　受　時

� ③� 文 書 番 号� 庶務主管課� 収　受　時� 先方の文書番号を記載すること。

� ④� 件　　　　名� 庶務主管課� 収　受　時

� ⑤� 発 � 信 � 者� 庶務主管課� 収　受　時�
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� ⑥� 受 � 領 � 印� 庶務主管課� 配　布　時� 主務課の文書取扱主任の受領印を徴すること。

� ⑦� 摘 　 　 要� 庶務主管課� 収　受　時� 処理上の注意事項を記載すること。

� ⑧� 受 � 領 � 印� 主　務　課� 引　渡　時� 事務担当者の受領印を徴すること。

� ⑨� 分 類 記 号� 主　務　課� 引　継　時�

� ⑩� 供 　 　 覧� 主　務　課� 引　継　時� 供覧済であるときは、供を〇印で囲むこと。

� ⑪� 引 　 　 継� 主　務　課� 引　継　時� 継を〇印で囲むこと。

� ⑫� 文書収発カー� 主　務　課� 引　継　時� 文書収発カードに登録すべき文書であることが判明し、その手続をとつたときは、

� � ド作成� � � 収を〇印で囲むこと。

� ⑬� 廃 　 　 棄� 主　務　課� 廃　棄　時� 廃棄手続を完了したときは、廃を〇印で囲むこと。

(2)　文書収発カード（別図４参照）

　　ア　収受文書の記載手順

　欄番号� 記 載 事 項� 担　当　課� 記　載　時� 　　　　　　　　　記　載　上　の　注　意　事　項

� ①� 件 　 　 名� 庶務主管課� 収　受　時� できるだけ１行目に記載すること。

� ②� 発信年月日、� 庶務主管課� 収　受　時

� � 文書番号

� ③� 文書の種類� 庶務主管課� 収　受　時� �収受文書の該当種類を表わす文字を〇印で囲むこと（照→照会、依→依頼、報→報告、

通→通達・通知、進→進達・副申、申→申請）。

� ④� 収受年月日、� 庶務主管課� 収　受　時

� � 記号、番号

� ⑤� 発 信 者 名� 庶務主管課� 収　受　時� 発信者を〇印で囲むこと。

� ⑥� 書留等の種類、� 庶務主管課� 収　受　時� 特別送達、書留（内容証明、配達証明を含む。）及び現金書留として収受したときは、そ

� � 番号� � � れぞれ該当種類を表わす文字を〇印で囲み、引受局記号番号を記載すること。

� ⑦� 金券等の種類、� 庶務主管課� 収　受　時� 金券（小切手、株券等）、郵券又は収入印紙（収入証紙）が添附されているときは、該当

� � 枚数� � � 種類を表わす文字を〇印で囲み、その種別及び枚数を記載すること。

� ⑧� 摘 　 　 要� 庶務主管課� 収　受　時� �処理上注意を要する事項（写しの送付先、機密又は緊急事案を便宜処理した旨等）を

記載すること。

� ⑨� 文書取扱主任� 庶務主管課� 配　布　時

� � 受領印

� ⑩� 事務担当者� 主　務　課� 引　渡　時

� � 受領印

� ⑪� 起案予定月日� 主　務　課� 引　渡　時� �回答、報告等起案を要するときは、案の文字を青色又は黒色の〇印で囲み、起案予定月

日を⑪に記載すること。

� ⑫� 引継予定月日� 主　務　課� 引　渡　時� 文書上の事務処理の完結予定月日すなわち事務担当者がフアイル責任者に引き継ぐこと

� � � � � のできる予定月日を⑫に記載すること。

� ⑬� 起案の督促� 主　務　課� 督　促　時� �⑪の起案予定月日が到来してもまだ起案がなされていないときは起案担当者に督促し、

その日のうちに起案できないときは予定月日を延長し、⑬に記載すること。予定月日を

さらに延長したときは、⑬'に記載すること。

� � � � � 起案されたときは、案の文字を赤色の〇印で囲むこと。

� ⑭� 分 類 記 号� 主　務　課� 起案完了時

� ⑮� 起 案 者 名� 主　務　課� 起案完了時

� ⑯� 決 定 区 分� 主　務　課� 起案完了時

� ⑰� 起 案 年 月日� 主　務　課� 起案完了時

� ⑱⑲� 備　　　考� 主　務　課� 起案完了時� �回付先を記載して督促のさい利用し、又は照会先を記載して回答若しくは報告の到達

状況を明らかにするために使用すること。

� � � � � �枝番号を使用するときは枝番号、あて先等を記載してその使用状況を明らかにしておく

こと。

� ⑳� 廃 案 年 月日� 主　務　課� 廃　案　時

� ㉑� 決 定 年 月日� 主　務　課� 決　定　時

� ㉒� 引継の督 促� 主　務　課� 督　促　時� �引継予定月日が到来しても引継ぎが完了していないときは事務担当に督促し、その日の

うちに引継ぎができないときは予定月日を延長し、その月日を㉒に記載すること。さら

に予定月日を延長したときは㉒'にその月日を記載し、引継ぎが完了したときは継の文

字を赤色の〇印で囲むこと。

� ㉓� 施 行 年 月日� 主　務　課� 引　継　時� �文書の発送又は公報登載の年月日を記載し、これらの処理を要しない文書については、

決定年月日を記載すること。

� ㉔� 発 送 種 別� 主　務　課� 引　継　時� �文書を郵送した場合には、その種別を表わす文字を〇印で囲み、書留には、その引受局

記号番号を表示すること（書→書留、内→内容証明、配→配達証明、速→速達、普→普

通郵便、小→小包、電→電報）。
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� ㉕� 保 存 年 限� 主　務　課� 起案完了時

� ㉖� 廃棄予定年月日� 主　務　課� 起案完了時

� ㉗� 保存箱番号� 主　務　課� 置　換　時

� ㉘� 主務課保管承認� 主　務　課� 承　認　時� 長期保存の文書等の主務課保管承認の手続完了年月日を記載すること。

� � 年月日

� ㉙� 公文書館引継� 主　務　課� 引　継　時� 長期保存の文書等を公文書館長に引き継ぐときその年月日を記載すること。

� � 年月日

� ㉚� 保存文書貸出先� 主　務　課� 貸　出　時

� ㉛� 保存文書貸出� 主　務　課� 貸　出　時

� � 年月日

� ㉜� 返還予定年月日� 主　務　課� 貸　出　時

� ㉝� 返 還 年 月日� 主　務　課� 返　還　時

� ㉞� 照 合 者 名� 主　務　課� 返　還　時

� ㉟� 摘 　 　 要� 主　務　課� 返　還　時� 返還された文書について、き損、汚損等があれば、その旨を記載すること。

� ㊱� 廃 棄 年 月日� 主　務　課� 廃　棄　時� 資料として保管する場合は、㉕に赤色の資を記載すること。

� ㊲㊳� マイクロフイ� 東京都公文� 撮影完了時� 公文書館長に引き継がれた文書でマイクロフイルムに撮影されたものについては、その

� � ルム撮影� 書館� � �撮影年月日、フイルム番号、フイルムキヤビネツト番号及び撮影取扱者名を記載するこ

と。

� � � � � マイクロフイルムの取扱上の注意事項は、㊳に記載すること。

　　イ　発議文書の記載手順

　欄番号� 記 載 事 項� 担　当　課� 記　載　時� 　　　　　　　　記　載　上　の　注　意　事　項

� ①� 件 　 　 名� 庶務主管課� 登　録　時� できるだけ１行目に記載すること。

� ③� 文書の種類� 庶務主管課� 登　録　時� �発議文書の該当種類を表わす文字を〇印で囲むこと（照→照会、依→依頼、報→報告、

通→通達・通知、進→進達・副申、申→申請）。

� ④� 発議年月日、� 庶務主管課� 登　録　時

� � 記号、番号

� ⑤� あ � て � 先� 庶務主管課� 登　録　時� あて先を〇印で囲むこと。

� � � � � あて先が多い場合は、〇〇ほか何件と記載すること。

� ⑧� 摘 　 　 要� 庶務主管課� 登　録　時� 処理上注意を要する事項を記載すること。

� ⑪� 回答の回収� 庶務主管課� 登　録　時� 回答、報告等を相手から求める場合は、回の文字を青色又は黒色の〇印で囲み、回収予

� � 予定月日� � � 定月日を⑪に記載すること。

� ⑫� 引継予定月日� 庶務主管課� 登　録　時� 引継予定月日（文書上の事務処理完結予定月日）を⑫に記載すること。

� ⑬� 回答の督 促� 主　務　課� 督　促　時� �回答の回収予定月日（⑪）が到来しても回答文が到達していないときは相手方に督促

し、その日のうちに送付できないときは予定月日を延長し、その月日を⑬に記載するこ

と。

� � � � � 予定月日をさらに延長したときは、⑬'に記載すること。

� � � � � 回収が終つたときは、回の文字を赤色の〇印で囲むこと。

� ⑭� 分 類 記 号� 庶務主管課� 登　録　時

� ⑮� 起 案 者 名� 庶務主管課� 登　録　時

� ⑯� 決 定 区 分� 庶務主管課� 登　録　時

� ⑰� 起 案 年 月日� 庶務主管課� 登　録　時

� ⑱⑲� 備　　　考� 庶務主管課� 登　録　時� 回付先を記載して、督促のさい利用すること。

� � � � � �枝番号を使用するときは、枝番号、あて先等を記載してその使用状況を明らかにしてお

くこと。

� ⑳� 廃 案 年 月日� 主　務　課� 廃　案　時

� ㉑� 決 定 年 月日� 主　務　課� 決　定　時

� ㉒� 引継の督 促� 主　務　課� 督　促　時� �引継予定月日（⑫）が到来しても引継ぎが完了しないときは事務担当者に督促し、その

日のうちに引継ぎができないときは予定月日を延長し、その月日を㉒に記載すること。

さらに予定月日を延長したときは㉒'に記載し、引継ぎが完了したときは継の文字を赤

色の〇印で囲むこと。

� ㉓� 施 行 年 月日� 主　務　課� 引　継　時

� ㉔� 発 送 種 別� 主　務　課� 引　継　時� �文書を郵送した場合には、その種別を表わす文字を〇印で囲み、書留、内容証明又は配

達証明には、その引受局記号番号を表示すること（書→書留、内→内容証明、配→配達

証明、速→速達、普→普通郵便、小→小包、電→電報）。

� ㉕� 保 存 年 限� 庶務主管課� 登　録　時

� ㉖� 廃棄予定年月日� 庶務主管課� 登　録　時

� ㉗� 保存箱番号� 主　務　課� 置　換　時
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� ㉘� 主務課保管� 主　務　課� 承　認　時� 長期保存の文書等の主務課保管承認の手続完了の年月日を記載すること。

� � 承認年月日

� ㉙� 公文書館引継� 主　務　課� 引　継　時� 長期保存の文書等を公文書館長に引き継ぐときその年月日を記載すること。

� � 年月日

� ㉚� 保存文書貸出先� 主　務　課� 貸　出　時

� ㉛� 保存文書貸出� 主　務　課� 貸　出　時

� � 年月日

� ㉜� 返還予定年月日� 主　務　課� 貸　出　時

� ㉝� 返 還 年 月日� 主　務　課� 返　還　時

� ㉞� 照 合 者 名� 主　務　課� 返　還　時

� ㉟� 摘 　 　 要� 主　務　課� 返　還　時� 返還された文書について、き損、汚損等があれば、その旨を記載すること。

� ㊱� 廃 棄 年 月日� 主　務　課� 廃　棄　時� 資料として保管する場合は、㉕に赤色の資を記載すること。

� ㊲㊳� マイクロフイ� 東京都公文� 撮影完了時� 公文書館長に引き継がれた文書でマイクロフイルムに撮影されたものについては、�その

� � ルム撮影� 書館� � �撮影年月日、フイルム番号、フイルムキヤビネツト番号及び撮影取扱者名を記載するこ

と。

� � � � � マイクロフイルムの取扱上の注意事項は、㊳に記載すること。

第11　起案用紙甲号（表）の各欄の記載方法（別図５参照）

　欄番号� 欄 　 　 名� 記　載　時� 　　　　　　　　　　　　　　　記　載　方　法

� ①� 文書保存年限� 起　案　時� (1)　文書保存年限表による保存年限を記載すること。記載方法は次のとおりとする。

文書の種類 記　載　方　法

1.第49条第１項に定める保存年限の文書 １年保存→　�１（年）

３年保存→　�３（年）

５年保存→　�５（年）

10年保存→　�10（年）

長期保存→�長期（年）

2.法令に保存年限の定めのある文書 法○(年)

3.�時効が完成する間証拠として保存する
必要がある文書

時○(年)

4.�第49条第３項の規定基づき定められた
保存年限の文書

特○(年)

� � � � (2)�　課の保存年限表を定めるまでの間は、文書の保存年限は、旧規程第52条に定める文書の保存年限の

種別を記載すること。記載方法は、保存年限（永久、15、10、５、１）を○で囲んで表示すること（永

久保存は�永久 、15年保存は⑮とする等）。

� ②� 分 類 記 号� 起　案　時� フアイル基準表による文書分類記号を記載すること。

� ③� 文書記号番号� 起案時又は� (1)　収受文書によつて起案した場合には、起案者が当該収受文書の記号及び番号を記載すること。

� � � 文書登録時� (2)�　収受文書によらないで起案した場合には、文書課又は局若しくは所の庶務主管課等の文書事務担当

職員が記載すること。

� ④� 浄 　 　 書� 浄　書　時� 文書を浄書した者が押印すること。

� ⑤� 浄 書 照 合� 浄書照合時� 決定済みの起案文書と浄書された文書との読合せを行なつた者が押印すること。

� ⑥� 発 　 　 送� 発　送　時� 文書を発送した者が押印すること。

� ⑦� 回付上・施行� 起　案　時� 至急、秘、公報登載、公印省略等文書の取扱い又は施行について注意を要する事項を朱書すること。

� � 上の注意

� ⑧� 処 理 経 過� 起案時、決定� 文書の収受から施行までの経過―先方の文書を収受した年月日、起案をした年月日及び施行の予定年月日

� � � 時及び施行時� を起案時に、決定が行なわれた年月日を決定時に、施行した年月日を施行時に―を記載すること。

� ⑨� 先方の文書� 起　案　時� 収受文書によつて起案した場合には、先方の文書の記号、番号及び施行年月日を記載すること。

� ⑩� あ　て　 先� 起　案　時� 対内文書には、職名のみを記載し、氏名は省略することができるものであること。

� ⑪� 発　信　者� 起　案　時� �該当する発信者名を で囲むこと。欄に表示してある発信者名と異なるときは、表示されている同等職

位の発信者名を消して、明確に発信者名を記載して で囲むこと。

� ⑫� 公 印 照 合� 公印照合時� �発送すべき文書が、決定済みの起案文書と内容的に誤りがないかどうかを確かめて、照合した者が押印す

ること。

� ⑬� 押　　　印� 公印押印時� 発送する文書に公印を押印した者が押印すること。

� ⑭� 件　　　名� 起　案　時� �起案文書の件名は、目的、内容がすぐにわかるように要領よく簡潔に記載すること。件名の末尾には、申

請、許可、照会、回答等起案文書の性質による種類をかつこ書きで表示すること。

� ⑮� 決 定 権 者� � 起案文書に記載された事案の決定権者が知事である場合には「知」を、局長である場合には「局」を、部長

� � 　決定区分� 起　案　時� �である場合には「部」を、部相当の所及び課相当の所の長である場合には「所」を、課長である場合には

「課」を○印で囲むこと。

� � 　押　　印� 決　定　時� (1)　決定権者が署名又は押印すること。



東京都公文書館調査研究年報（２０２３年　第９号）

42

（別図3）

第7号様式

年　　月　　日

文書番号 件　　　名 発　信　者 受領印 摘　要

文 書 授 受 カ ー ド (甲)

第
七
号
様
式
　
文
書
授
受
カ

ド

(

甲)

部　　　課　　　
① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

第8号様式

年　　月　　日

文書番号 件　　　名 発　信　者
受

領

印
分類記号

処
理

供

継

収

廃

供

継

収

廃

供

継

収

廃

供

継

収

廃

供

継

収

廃

供

継

収

廃

文 書 授 受 カ ー ド (乙)

第
八
号
様
式
　
文
書
授
受
カ

ド

(

乙)

部　　　課　　　
②①

③ ④ ⑤ ⑧ ⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

（別図1）

○ 年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　部　　　　課　　

○ 年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　部　　　　課　　

○ 年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　部　　　　課　　

○ 年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　部　　　　課　　

○ 年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　部　　　　課　　

（別図2）

案　
　回

案　
　回

案　
　回

案　
　回

案　
　回

継

○  件名 　年　月　日第　号 年　月　日 F･NO. 継

○  件名 　年　月　日第　号 年　月　日 F･NO.

継

○  件名 　年　月　日第　号 年　月　日 F･NO. 継

○  件名 　年　月　日第　号 年　月　日 F･NO.

継○  件名 　年　月　日第　号 年　月　日 F･NO.

� � � � (2)�　事案の決定権が委譲されて決定権者とされた者は、決定権者欄の右方上部に「委」の表示をして署

名又は押印すること。

� � � � (3)�　決定権者が不在で、かつ、当該事案について至急に決定を行なう必要のある場合において、あらか

じめ指定された者が決定権者となるときは、決定権者欄の右方上部に「代」の表示をして署名又は押

印すること。

� ⑯� 決　定　文� 起　案　時� �表示されている「裏面」又は「別紙」のうち不要な表示を二本線で消し、表示されている不動文字「上記

のことについて別紙、裏面のように」と「する」との間の余白に件名の事案についての処理内容（たとえ

ば決定、許可、報告等）を記載すること。

� ⑰� 起　案　者� 起　案　時� (1)�　起案者の所属局部（所）課名、電話番号を記載し、起案者の表示の下方に起案者が署名又は押印す

ること。

� � � � (2)�　起案者のほかに、実際に当該起案文書を作成した者がいる場合又は当該起案文書の回付等につい

ての連絡事務を担当する者がいる場合には、事務担当者の表示の下方にその者が署名又は押印するこ

と。

� � � � (3)�　起案の担当部署が局の部課であるときは「（所）」を消し、所の課又は課相当の所であるときは

「部」を消して、起案担当部署を記載すること。

� ⑱� 回　付　先� 起案時及び� (1)　協議その他の決定関与を行なう者及び決定後起案文書を供覧する者の職名を協議、決定後供覧の欄

� � � 決定関与時� 　に記載すること。協議と決定後供覧を区分する場合には一線をもつて画し、どちらか一方が不要である

� � � 又は供覧時� 　場合には不要な方を二本線で消すこと。

� � � � (2)　審査及び審議の各欄のうち、不要な欄は、中央に横線を引くこと。

� � � � (3)�　副知事が複数の場合には、副知事欄をその数に応じて区分して、左から知事の職務代理の順位にし

たがつてそれぞれの副知事の署名又は押印の位置とすること。

� � � � (4)�　次長、技監又は道路監が審議を行なう場合には、主管局長欄を二分又は三分して、その欄の右側又

は右側及び中央の部分を使用すること。

� � � � (5)�　事案決定に対する関与権が委譲されて決定関与者とされた者は、本来当該事案の決定に対する関与

権を有している者が署名又は押印すべき位置に署名又は押印し、その右方上部に「委」の表示をする

こと。

� � � � (6)�　決定関与者が不在で、かつ、当該事案について至急に決定関与を行なう必要がある場合において、

あらかじめ指定された者が決定関与者となるときは、本来当該事案の決定に対する関与権を有してい

る者が署名又は押印すべき位置に署名又は押印し、その右方上部に「代」の表示をすること。

○「別図１」は、下部を一部省略している。

○掲載にあたり、「別図２」と以下の「別図３　第７号様式」は、順序を入れ替えている。

○「別図２」は、下部を一部省略している。
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（別図4）

第9号様式

文 書 収 発 カ ー ド (甲)

　
　
第
九
号
様
式
　
文
書
収
発
カ

ド

(

甲)

　件　名  年　月　日　第　号

  発信者

　(　年　月　日第 号)　照依報通進申   あて先

特･書･現
分類
記号

摘　　　要金･郵･収 円 　枚

文書取扱
主任受領
印

①
④

⑤

② ③

⑥

⑦

⑭

⑧

⑨

第10号様式

 年　月　日　第　号 継

 備　 考

 備　考

 発信者

 あて先

照 合 摘　　　要

保 存 箱
番　　号

主 務 課
保管承認

公 文 書

文書収発カード(乙)
（表）

（裏）

決定区分 

起　案

廃　案

決　定

施　行

書･内･配

速･普･小･電

知局部所課

処　理　経　過

年 月 日

館 引 継

廃　　棄

廃棄予定

年 月 日

特･書･現

貸　　　出　　　先
予定年月日

返　　還
年 月 日

返　　　還
貸出年月日

年 月 日

　
　
第
十
号
様
式
　
文
書
収
発
カ

ド

(

乙)

　件　名 年　月　日
F･No. 案

回

取扱者
C･No.

　(　年　月　日第 号)　照依報通進申

( )( )( )

分類
記号

年 月 日

起
案
者

保 存 廃 棄 経 過

金･郵･収 円 　枚 摘　　　要

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

長10.5.3.1.
法 時 特

受
領
者

①
④

⑤

② ③

⑥

⑦

⑭

⑧

㊲

㊳

⑪ ⑫

⑬ ㉒

⑬' ㉒'

⑯

⑰

⑳

㉑

㉓

⑱

㉔ ㉕ ⑩ ⑮

㉗

㉘

㉙

㊱

㉖

㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟

⑲

事　項　名

局 部 課

保存箱の規格及び様式

(第2号様式)

保存箱番号　No.

作成年 (度)　　 年(度)

廃棄年　昭和　年

分類項目名を記入する。

(Ａ) 大　分　類

中　分　類

小　分　類

細　分　類

(Ａ)

32センチ

メートル

26センチ

メートル

（別図5）

第13号様式　甲号(表)

保 存

　 あ　て　先

年 分類記号

第　　　　号 施行予定 昭和　 年　 月　 日

施　　行 昭和　 年　 月　 日浄　 書 浄書照合 発　 送 　回付上・施行上の注意

 発信者 公印照合 押　　印

決　　定 昭和　 年　 月　 日

起　　案 昭和　 年　 月　 日

先方の
昭和　　年　　月　　日　　　　　　第　　　号 収　　受 昭和　 年　 月　 日

文　書

 知事名・副知事名・局長名

 部長名・所長名・課長名

　 件　　名

決
定
権
者

知 局 部 所 課

する。　　

係　　長

協
議
 
決
定
後
供
覧

課　　　　電　話

審
　
　
議

副　　　知　　　事 主　　管　　局　　長 主管部長 主管課長

起
　
　
 
案

局　　　　起案者　　事務担当者 審　　　　　　　　査

部(所)
文書課長 文書主任 文書取扱主任

① ②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑨

⑩

⑪

⑫ ⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

（第1号様式）

分類記号 分類項目名 分類記号
摘   要

分類記号 分類項目名
 事 案 名

昭和　　年　　月　　日　

　 局　　部(所)　　課　

分類項目名

個別フオルダー

ファイル基準表

ケ ー ス ガ イ ドNo.

作成年月日

局部所課名分類記号 分 類 項 目 名

第１ガイド 第２ガイド
保存年限

別 紙
上記のことについて  のように

裏 面

○掲載にあたり、「別図５」及び「第１号様式」と以下の「第2号様式」は、順序を入れ替えている。
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